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第１章  

計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の趣旨 

急速な少子化を背景に、子どもを取り巻く環境が変化する中、社会全体で子どもの健やかな育

ちと子育てを支えることが重要となっています。このような状況の下、国では「新エンゼルプラ

ン」（平成１１年）や「次世代育成支援対策推進法」（平成１５年）に基づき、少子化対策や就労等

の支援対策を実施してきたところです。 

小金井市では、これまで「のびゆくこどもプラン 小金井（旧）」において、子どもの幸福と権

利保障を第一に、小金井市の子育ち、子育て支援を推進していくことを基本理念とし、住民、関

係機関・団体、行政など多様な主体が連携して、子どもの育ちと子育て家庭を支援する施策を推

進してきました。 

依然、子どもの育ちや子育てをめぐる状況は厳しい状態が続いています。こうした中、国にお

いては、平成２４年８月に「子ども・子育て支援法」を含む子ども・子育て関連３法が成立し、子

ども・子育て支援新制度が創設されました。子ども・子育て支援法では、教育・保育及び地域子

ども・子育て支援事業を総合的・計画的に提供することが市町村の責務とされ、提供体制の確保

を図るため、「子ども・子育て支援事業計画」を定めることとされています。 

小金井市は、これまでの流れを踏まえ、「家庭を築き、子どもを産み育てるという希望をかなえ、

全ての子どもが健やかに成長できる社会の実現」を目指して、「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」

を策定します。 

新計画においても、前計画の基本理念を継承しつつ、これまでの取組みを適切に評価し、関係

分野との連携を深めながら、子どもが元気なまちを目指していきます。 

 

 

Ｈ22 年度 Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 Ｈ26 年度 Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｈ31 年度 Ｈ32 年度 

           

           

           

           

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前期小金井市基本計画 

のびゆくこどもプラン 小金井 
(小金井市次世代育成支援後期行動計画) 

 

 

後期小金井市基本計画 

第 4 次小金井市基本構想 

のびゆくこどもプラン 小金井（仮） 
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２ 計画の位置付け 

この計画は、小金井市における子どもと子育て家庭を支援するための施策に関する総合的な計

画として、最上位計画である「小金井しあわせプラン」の個別計画に位置付けられるもので、子

ども・子育て支援法第 61 条第１項に基づき、小金井市の子どもと子育て家庭を対象として、小

金井市が今後進めていく施策の方向性や目標等を定めたものです。 

また、社会全体で子ども・子育て・親育ちを支援していくため、新たな仕組みを構築し、「質の

高い教育・保育の総合的な提供」、「保育の量的拡大・確保」、「地域の子ども・子育て支援の充実」

を目指すものです。 

また、本計画は、次世代育成支援対策推進法第８条の次世代育成支援地域行動計画、児童福祉

法第 56 条の４の２の市町村整備計画、母子保健計画を包含するものであり、同時に様々な分野

の取組みを総合的かつ計画的に進めるために、関連計画と整合を図りながら推進するものとして

定めています。 

 

■対象範囲について 

０

歳 
０歳 

１

歳 
１～５歳 

６

歳 
６～11 歳 

12

歳 
12～17 歳 

18

歳 

子ども・子育て支援法（中心対象年齢）  

のびゆくこどもプラン 小金井（仮） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども･子育て関連３法 

◎子ども・子育て支援法 

◎認定こども園法 

◎その他関連整備法 

 

次世代育成支援対策推進法 

 

児童福祉法 

 

健やか親子２１（第２次） 

■根拠法令等 

小金井市保健福祉総合計画 

明日の小金井教育プラン 

など 

 

■関連計画 

整合 

のびゆくこどもプラン 小金井
（仮） 

 

■上位計画 
 

小金井しあわせプラン（第４次長期総合計画） 

整合 



 4 

３ 計画期間 

法の施行の日から５年を１期として作成します。本計画は、平成 27 年度から平成 31 年度ま

での５年間を計画期間とします。 

 

平成２５ 

年度 

平成２６ 

年度 

平成 27 

年度 

平成２８ 

年度 

平成２９ 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

年度 

   

 

    

 

 

４ 計画の策定体制 

子ども・子育て会議の設置 

本計画の策定にあたっては、子ども・子育て支援法第 77 条に定められている「小金井市子ど

も・子育て会議」（以下「子ども・子育て会議」という。）を設置し、計画内容、事業運営、施策推

進に関する事項についての協議を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画の策定 計画期間 

意見 

反映 

調整・連携 運営事務 

小金井市 

子ども・子育て会議 

（審議等機関） 

子ども家庭部・子育て支援課 

（事務局機能） 

・子ども・子育て支援

に関するニーズ調査 

・パブリックコメント 

等 

庁内関連部署 

小金井市（計画決定・実行機関） 

調査審議、意見 意見聴取 
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５ 基本理念 

小金井市の「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」の目指す方向性として、次の基本理念を継

承していきます。 

 

子どもの幸福と権利保障を第一として、 

小金井市の子育ち、子育て支援の総合的な施策を推進していくこと 

 

子どもを生み育てることは、社会や地域にとってこの上ない喜びであり希望です。同時に子ど

もは、伝統や文化を受け継ぎ、さらに新しい時代を築いてくれる社会の宝でもあります。まさに

子どもは、私たちの未来です。 

子どもの笑顔は、私たちに明るく輝かしい未来を確信させます。しかし、その一方で、いろい

ろな問題を抱えた多くの子育て・子育ちの状況があることも現実であり、その姿は大人社会の問

題点を映し出す鏡でもあります。 

「子育て」と「子育ち」は、子どもの成長・発達において「車の両輪」のようなものです。小金

井市では平成 21 年 3 月に「小金井市子どもの権利に関する条例」を制定し、子どもは「子育て」

の対象であるとともに、自ら伸びやかに育っていく「子育ち」の主体者でもあることを明らかに

しています。 

そこで、下記の点を踏まえ、総合的な施策を推進していくことを計画の基本理念とします。 

 

○私たちは、子どもが様々な人とのふれあいやゆたかな環境に恵まれ、心と体の調和をとりなが

ら、自立した一人の人間へと成長、発達していくことをのぞみ、またその実現を支えていきま

す。 

○私たちは、子どもが心からやすらげる安全な環境で、ゆたかな人間性を育み、成長していくこ

とをのぞみ、またその実現を支えていきます。 

○私たちは、子どもがゆたかな自然や文化にふれ、平等に保育・教育を受けて学び発達するなか

で、自分の意見を表明し、地域社会に参加し、自己実現していくことをのぞみ、またその実現

を支えていきます。 

○私たちは、保護者の子育てに対する負担や不安、孤立感をやわらげることができるように、地

域の中での仲間づくりや助け合いを進め、ゆたかなつながりの中で保護者が子どもとともに成

長し、子育ての喜びを感じられるよう、家庭を支えていきます。 

○私たちは、子どもに関わるすべての諸組織との結びつきを深め、地域社会全体で、多様化する

子育て・子育ちを見守り、支えていきます。 

○私たちは、未来に向かって育っていく子どもとともにゆたかな地域社会を作り、私たちのまち

の子育て・子育ち環境を切れ目なく整えていきます。 
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６ 基本的な視点と目標 

子どもの育ちと子育てをめぐる環境を踏まえ、基本理念を実現するために小金井市は、次の三

つの基本的な視点と六つの基本目標をたて、子ども・子育て支援を引き続き推進していきます。 

 

 

 

あらゆるところで子どもの最善の利益を考慮し、一人ひとりの子どもが広く社会と関

わりをもち、自ら学びながら発達し、自立・社会参加や自己実現ができるような環境を

整えます。 

 

 

 

 

 

 

家庭がやすらぎと笑顔に満ち、子育ての楽しさ、喜びを実感できるよう、社会全体で

子育て家庭を支え、様々なニーズに応じた支援をします。また、ひとり親家庭、障がい・

特別ニーズを有する子どもとその家庭、外国籍の子どもとその家庭などの特別な配慮を

要する家庭にも、きめ細やかな支援を推進します。 

 

 

 

 

 

 

子どもは人や自然との関わりの中で育ち、子どもを育む地域は家庭を包む大きな社会

です。地域の様々な人々が安心して、楽しく、ゆたかな子育て、子育ちができるような

まちを目指して、次世代の小金井市民を育てていく地域環境を整備していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３．子どもを生み育てる家庭を支援します 

基本目標４．子育ち、子育てに困難を抱える家庭を支援します 

基本視点１ 子どもの育ちを支えます 

 

基本視点３ 次世代につながる地域の子育ち、子育て環境を整えます 

基本目標５．地域の子育ち環境を整えます 

基本目標６．地域の子育て環境を整えます 

基本目標１．子どもの最善の利益を支えます 

基本目標２．子どものゆたかな体験と仲間づくりを支えます 

基本視点２ 子育て家庭を支えます 
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子ども・子育て支援法に基づく基本方針（国の指針資料より抜粋・再構成） 

子どもの育ちに関する理念 

①乳児期 

乳児期は、一般に、身近にいる特定の大人（実親のほか、里親等の実親以外の養育者を

含む。）との愛着形成により、情緒的な安定が図られるとともに、身体面の著しい発育・発

達が見られる重要な時期である。子どもが示す様々な行動や欲求に、身近な大人が応答的

かつ積極的に関わることにより、子どもの中に人に対する基本的信頼感が芽生え、情緒の

安定が図られる。こうした情緒の安定を基盤として心身の発達が促されるなど、人として

生きていく土台がこの時期に作られる。 

②幼児期 3 歳未満 

おおむね満三歳に達するまでの時期は、一般に、基本的な身体機能や運動機能が発達

し、様々な動きを十分楽しみながら、人や物との関わりを広げ、行動範囲を拡大させてい

く時期である。自我が育ち、強く自己主張することも多くなるが、大人がこうした姿を積

極的に受け止めることにより、子どもは自分に自信を持つ。自分のことを信じ、見守って

くれる大人の存在により、子どもは時間をかけて自分の感情を鎮め、気持ちを立て直すよ

うになる。安心感や安定感を得ることにより、子どもは身近な環境に自ら働きかけ、好き

な遊びに熱中したりやりたいことを繰り返し行ったりするなど、自発的に活動するように

なる。こうした自発的な活動が主体的に生きていく基盤となる。また、特定の大人への安

心感を基盤として、徐々に人間関係を広げ、その関わりを通じて社会性を身に付けてい

く。 

③幼児期 ３歳以上 

おおむね満三歳以上の時期は、一般に、遊びを中心とした生活の中で、特に身体感覚を

伴う多様な活動を経験することにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思考力が養

われ、それらがその後の生活や学びの基礎になる時期である。また、ものや人との関わり

における自己表出を通して、幼児の育ちにとって最も重要な自我や主体性が芽生えるとと

もに、人と関わり、他人の存在に気付くことなどにより、自己を取り巻く社会への感覚を

養うなど、人間関係の面でも日々急速に成長する時期である。このため、この時期におけ

る育ちは、その後の人間としての生き方を大きく左右する重要なものとなる。 

④学童期 

小学校就学後の学童期は、生きる力を育むことを目指し、調和のとれた発達を図る重要

な時期である。この時期は、自立意識や他者理解等の社会性の発達が進み、心身の成長も

著しい時期である。学校教育とともに、遊戯やレクリエーションを含む、学習や様々な体

験・交流活動のための十分な機会を提供し、放課後等における子どもの健全な育成にも適

切に配慮することが必要である。 
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７ 「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」の課題と方向性 

（１）子どもの権利の尊重 

小金井市では「小金井市子どもの権利に関する条例」が平成 21 年３月に制定されました。子

育て支援サービス等により影響を受けるのは子ども自身であるという視点から、子どもの幸福を

第一に考え、子どもの権利が最大限に尊重され、健やかに成長できるよう十分に配慮していくこ

とが必要です。 

今後も、子どもの最善の利益が実現される社会を目指し、子どもの健やかな成長を地域が守っ

ていくことができるよう、引き続き広く周知を図り、市民の理解を深めていく必要があります。 

 

（２）地域のニーズに応じた多様な教育（幼稚園）・保育の充実 

 社会的環境の変化から、仕事と子育ての両立を希望する保護者を支援する子育て環境の充実が

求められています。小金井市ではこれまでも、安心して子どもを預けて働くことができるよう、

認可保育所の定員拡充、認証保育所の新設等に取り組んできましたが、待機児童が増加するとい

う状況となりました。子どもの成長・発達を支え、子どもの育ちを保障するためにも、待機児童

の解消を喫緊の課題ととらえ、具体的な方針の策定が急務となっています。 

一方では、少子化等による幼稚園減少により、幼稚園の園児は定員数に対して超過傾向にある

ばかりでなく、身近な地域での入園がかなわず、遠方の施設を利用する実態もあります。 

子どもの健やかな成長を第一に考えるとともに、利用者の意向を十分に踏まえて、地域の施設

に通える体制の整備は必要です。このような状況を踏まえ、以下のような取組みを推進していき

ます。 

 

待機児童の解消は解決しなければならない喫緊の課題ととらえ受入れ体制の拡充に取り組みます。 

○ 認可保育所の新設、定員拡大などの取組み 

○ 地域型保育施設、認証保育所など多様な保育サービスの充実 

○ 認可外保育施設の認可化や小規模保育事業への移行等支援 

○ 潜在的需要を勘案したうえでの計画的な拡充 

 

量的に不足している教育（幼稚園）ニーズに対して地域の施設による受入れに取組みます。 

 ○ 教育・保育が一体的に提供できる認定こども園制度の活用 

 ○ 既存施設が認定こども園へ移行する際の受入れ体制づくり 

 ○ 保育施設の整備等による認定区分に応じた適切な施設利用の推進 

 

利用者の就労形態や生活スタイルの多様化に合わせて多様な保育サービスを展開します。 

○ 幼稚園の預かり保育、長時間延長保育、病児・病後児保育、夜間保育、休日保育、障がい児

保育等の充実 

○ 保護者のワーク・ライフ・バランスを考慮した、多様な預かりサービスの提供 
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サービスの円滑な利用、子どもの健やかな育成と保護者の安心のために、情報提供と質の向上に

取組みます。 

○ 教育（幼稚園）・保育サービスに関する積極的な情報提供 

○ 幼稚園教育要領、保育所保育指針等を踏まえた環境の整備及び教育・保育の質の向上、幼

稚園教諭、保育士の専門性の向上 

○ 一定の質が確保されたサービスの提供を保障するために、幼稚園教諭、保育士に対する研

修体制の充実 

 

（３）地域における子どもの居場所づくりの推進 

地域における子どもの居場所は、地域のすべての子どもに配慮していく必要があります。就労

家庭に限らず、子どもが遊びや活動を行える安全な場所が必要となっています。子ども同士の関

わりが薄くなっているとともに、子どもと大人との交流機会も少なくなっている中で、子どもの

活動場所づくり、大人との交流の場づくりが必要となっています。 

市では児童館や公園などとともに、学童保育所が子どもの活動場所となっています。今後、子

ども自身の育つ権利を保障しながら、子ども同士、あるいは、子どもと大人が活動することので

きる環境や仕組みづくりが課題となっています。 

 

子どもの活動場所の拡大に取組みます。 

○ 「放課後子ども総合プラン」を見据えた放課後の居場所作りの充実 

○ 地域での青少年の居場所の拡大、ＮＰＯ・民間の子ども活動支援プログラム等、地域の多

様な社会資源の積極的な活用を検討 

 

 

（４）地域子育て支援機能の充実 

市の子ども家庭関連部門では、子育て相談・支援、情報提供、交流促進などを行っていますが、

すべての子育て家庭を対象に、地域の子育て支援機能をさらに活性化させていく必要があります。 

そのためには、子育て家庭が気軽に集うことのできる多様な場の整備も含め、市民やＮＰＯ団

体との協働によって効果を発揮していくことが重要です。 

 

地域の子育て環境の向上を図ります。 

○ 地域における子育て支援活動の充実、子育て支援ネットワークの充実 

○ 子育て家庭の孤立化の防止と相互の交流、情報交換の促進 

○ 幼稚園・保育所を中心とした地域の子育て気運の醸成 
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（５）特別に支援が必要な子ども・家庭への援助促進と連携強化 

平成 16 年の「児童福祉法の一部改正」により児童家庭相談に応じることが市町村の義務とし

て明確化され、虐待の未然防止・早期発見・支援を中心に子どもの権利を保障する立場から積極

的な取組みが求められています。また、平成 20 年 12 月の改正により、虐待の予防を含む様々

なサービスが児童福祉法に位置付けられ、子育て家庭に対する支援と方法が拡大・強化され、最

も困難を有する子ども・家庭への施策のあり方が、深く問われてくることになりました。 

子ども家庭支援センターを中心に、行政の各部門、児童相談所、地域の関係機関等と設置して

いる「小金井市要保護児童対策地域協議会」の連携・調整機能を強化し、子どもの立場から環境

の改善が必要な家庭への支援を進めていく必要があります。 

また、平成 17 年に施行された「発達障害者支援法」では、高機能自閉症、アスペルガー症候

群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などの発達障害者への支援推進が

明確に規定されました。平成 18 年度に行われた「小金井市における今後の特別支援教育のあり

方について」の検討の中で、乳幼児への発達支援の拡充整備、関係機関の連携と協働によるネッ

トワークの構築が指摘されました。市では、平成 21 年度より「小金井市特別支援ネットワーク

協議会」を設置し、発達支援センターの設立を課題に挙げ、庁内検討委員会と連携しながらピノ

キオ幼児園の移転改築に併せ、発達支援事業の構築に向けて検討を行い、市民意見交換会を経て

平成 25 年 10 月に身近な地域の子どもとその家族の支援拠点として小金井市児童発達支援セン

ター「きらり」を開設しました。 

特別なニーズを持つ子どもが健やかに成長できるように地域が関心を広げ、子どもと家族が支

援の輪に囲まれていく必要があります。ライフステージを通じた医療・保健・福祉・保育・教育

関係者の緊密な連携の確保とネットワークをさらに充実させていく必要があります。 

 

（６）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進 

地域の実情に即した仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現へ向けて、住民の

理解や合意形成を促進するために広報・啓発活動を強め、その気運を高めていく必要があります。 

地域の人々がやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地

域においても多様な生き方が選択・実現できることが求められています。 

そのためにも、男性の育児・子育て参加を促進しつつ、多様な働き方に対応した保育サービス

の充実等、総合的な子育て支援を展開し、多様な家庭環境を支える社会的基盤形成をより進め、

広げていく必要があります。 

 

（７）子ども・子育て支援事業計画の推進体制の充実 

「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」の施策を推進するために、小金井市では、子ども・子

育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、全庁をあげて子ども・子育て支援に取り組む

体制の強化が必要です。「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」は、子ども・子育て会議等の審議

を経て、施策の実施状況について活用し、点検・評価を公表します。 
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子どもの育ち及び子育てをめぐる環境について（国の基本指針資料より抜粋・再構成） 

① 核家族化の進展や地域のつながりの希薄化により、祖父母や近隣の住民等から、

日々の子育てに対する助言、支援や協力を得ることが困難な状況となっています。 

② 現在の親世代においては、兄弟姉妹の数が減少しており、自身の子どもができるま

で赤ちゃんと触れ合う経験が乏しいまま親になることが増えています。 

③ 経済状況や企業経営を取り巻く環境が依然として厳しい中、共働き家庭は増加し続

けているとともに、若年男性をはじめとする各年代で非正規雇用割合も高まってい

ます。 

④ 子育てに専念することを希望して退職する者がいる一方、就労の継続を希望しなが

らも、仕事と子育ての両立が困難であるとの理由により、出産を機に退職する女性

が少なからず存在しています。 

⑤ 女性の活力による経済社会の活性化の視点から、仕事と子育ての両立を希望する者

を支援する環境の整備が求められていますが、都市部や一部事業で依然としての待

機児童が存在しています。 

⑥ 長時間労働は全体的に減少傾向にあるものの、子育て期にある三十代及び四十代の

男性で長時間労働を行う者の割合は依然として高い水準にあります。 

⑦ 父親の子育てへの参画に関する意識や意欲は高まってきているものの、子育て期の

父親の家事・育児時間は、諸外国に比べ、依然として少ない時間にとどまっていま

す。 

⑧ 夫の家事・育児時間が長い夫婦ほど、第二子以降の出生割合が高い傾向がみられて

おり、育児において父親が積極的に役割を果たすことが望まれます。 

⑨ 就労の有無や状況にかかわらず、子育ての負担や不安、孤立感が高まっています。

こうした状況の中、子どもの心身の健やかな発達を妨げ、ひいては生命をも脅かす

児童虐待の発生が後を絶たないので、関係機関の連携した支援が望まれています。 

⑩ 少子化により、子どもの数の減少とともに兄弟姉妹の数も減少しており、乳幼児期 

に異年齢の中で育つ機会が減少しています。 
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第２章  

小金井市の子ども・子育てを 

取り巻く環境 
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１ 人口・世帯・人口動態等 

１ 人口の推移（国勢調査より） 

小金井市の人口は、平成 12 年以降増加傾向となっています。少子高齢化は進行し、年少人口

が平成 12 年から平成 22 年までの 10 年間で約 500 人減少しています。また、全体に占める

割合も減少傾向にあり、平成２２年で１１％となっている一方で、老年人口は全体に対し１２％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 自然動態・社会動態（小金井市事務報告書より） 

小金井市の社会動態（転入-転出）は、ここ 10 年間はおおむねプラスで推移しており、人口

増加の主な要因となってきました。また、自然動態（出生－死亡）も、ここ 10 年間はプラスで

推移して、人口増加の要因にもなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■自然動態・社会動態の推移 
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３ 将来の人口推計（国立社会保障・人口問題研究所推計値より） 

小金井市の将来の長期推計値から、平成 52 年には、総人口が 12 万人を下回ると推計されて

います。年少人口も減少が見込まれており、平成 52 年以降１万人を下回ると推計されていま

す。平成 47 年以降は老年人口割合が全体の 30％を上回ると見込まれ、少子高齢化が進むと見

込まれています。 
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■年齢３区分別人口の将来推計 

■年齢３区分別人口割合の将来推計 
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0.2
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単独世帯 核家族世帯 三世代世帯 その他の世帯 児童のいない世帯

４ 児童のいる世帯の変化（厚生労働省・平成 25 年国民生活基礎調査の概況より） 

過去約40年間の年次比較をみてみると、平成22年で児童のいる世帯は、全世帯の25.3％、

平均児童数は 1.7 人となっています。また、世帯数の構成割合・平均児童数の年次推移で平成

25 年をみると、児童が「１人」いる世帯は全世帯の 10.9％、「２人」いる世帯は 10.1％とな

っており、子どもがいない世帯は、全世帯の約 75％と少子化が進んでいるのが、全国の統計か

らも見てとれます。世帯構成の変化によって子育て環境は変化をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■児童の有無及び児童数別にみた世帯数の構成割合・平均児童数の年次推移 
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５ 世帯の状況（国勢調査より） 

小金井市の世帯数は増え続け、平成 12 年から 10 年間で約 6,500 世帯増加しています。た

だ、１世帯あたり人員は減少し続け、核家族化が進展しています。核家族のうち、「夫婦と子ど

も」の割合が減少し、「夫婦のみ」、「女親と子ども」の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■世帯数および１世帯あたり人員の推移 

■核家族世帯の構成比 
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６ 出生の状況（人口動態統計（東京都福祉保健局）より） 

小金井市の出生数は、平成 16 年から 10 年間で、約 160 人増加しています。合計特殊出生

率は、全国平均出生率を下回っています。平成 17 年の 0.99 ポイントから平成 25 年には、

0.3 ポイント回復していますが、現在の人口水準を維持できる２ポイントには至っていないた

め、人口減少が進むのは数字からもみることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 婚姻・離婚の状況（人口動態統計（東京都福祉保健局）より） 

小金井市の婚姻数、婚姻率は、年度による増減があるものの、おおむね横ばいで推移していま

す。また、離婚数、離婚率は年度による増減があるものの、低い水準でおおむね横ばいで推移し

ています。 

  ■婚姻数および婚姻率の推移 

■離婚数および離婚率の推移 

726 766 824 776 773 716

6.3
6.6

6.9
6.5 6.5

5.9

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

婚姻件数 婚姻率

(件)
(%)

147
179 171 174 166 169

1.3

1.5

1.4

1.5

1.4 1.4

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

0

50

100

150

200

250

平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

離婚件数 離婚率

(件) (%)

915 849 865 846 895 943 957 994 994 1,077

1.05 
0.99 1.01 1.00 

1.07 
1.13 1.13 

1.18 1.20 
1.29 

1.29 1.26 
1.32 1.34 1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年

出生者数 合計特殊出生率 合計特殊出生率（全国）

(%)(人)



 18 

８ 就労の状況（国勢調査より） 

小金井市の年齢別労働力率をみると、男性の 20 歳代までの労働力率は約７割で、30 代でも

８割台前半で、就労支援が必要な状況とみることができます。また、女性の 20 歳代の労働力率

が上昇し、30～34 歳の年齢層で低下する、いわゆる「Ｍ字カーブ」の落ち込みが大きく、30

代、40 代でその傾向は低い傾向のままです。従業上の地位別従業者数割合でみると男性は「正

規職員・従業員」、女性は「パート・アルバイト・その他」と「派遣社員」を合わせた非正規雇

用の割合は「正規職員・従業員」の割合を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■従業上の地位別従業者数の割合 
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２ 教育・保育施設の状況 

１ 利用児童数の推移 

小金井市内の認可保育所、幼稚園利用児童数ともに、平成 17 年から増加傾向にあります。そ

れぞれ 1,400 人前後、900 人前後で推移しています。認定こども園は実施していません。全

体では、平成 21 年に少し減少しましたが、ゆるやかな増加傾向をみることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 認可保育所の利用状況 

小金井市内の認可保育所への入所者数は、平成 17 年度以降、増加傾向にあります。３歳未満

児の利用割合は横ばいとなっています。定員数は、平成 26 年に１，３９７人まで増加しまし

た。 

 

 

 

 

  

■保育所の定員数、入所者数、３歳未満児割合の推移 
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３ 幼稚園の利用状況 

小金井市内の幼稚園利用者数は、減少傾向でしたが、平成 24 年からは、増加傾向となってい

ます。定員数は、平成 20 年に８園で 1,300 人でしたが、平成２６年には６園で 905 人に減

少しています。平成 24 年度で、定員 915 人に対し、利用者数は 895 人と約 10 割に届く利

用者数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■幼稚園の定員数、利用者数の推移 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の状況 

「のびゆくこどもプラン 小金井（旧）から」子ども・子育て支援新制度に移行する事業につ

いて、過去の実施状況をまとめます。 

 

１ 延長保育事業、休日保育事業 

通常の開所時間（11 時間）を超えて、さらに延長して保育を行ったり（延長保育）、日曜

日・祝日にも保育を行ったりする（休日保育）サービスです。 

【実施状況】（平成 25 年度実績） 

区分 延長保育 休日保育 夜間保育 
幼稚園 

預かり保育 

実施か所数 13 0 0 4 

私立 8 0 0 4 

公立 5 0 0 0 

 

 

２ 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

放課後における保育が必要な児童を対象に、放課後等における児童の安全・安心な居場所の

確保と遊び・学習・各種体験活動の場を提供しています。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

実施か所数 9 14 14 16 16 

登録児童数 662 695 708 695 726 

 

３ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

【ショートステイ】 

保護者の病気や出産、家族の介護、冠婚葬祭等への出席のため、家庭において児童の養育が

困難になった場合、児童養護施設において子どもを一定期間（原則として７日以内）一時的に

預かるサービスです。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

実施か所数 1 1 1 1 1 

延宿泊数 79 103 120 121 69 

【トワイライトステイ】 

保護者が仕事やその他の理由により平日の夜間または休日に不在となり、家庭において児童

の養育が困難な場合に、児童養護施設において子どもを一時的に預かるサービスです。 

（平成 25 年度実績） 事業を実施していません。 
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４ 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳幼児がいる家庭を助産師または保健師が訪問し、様々な不安や悩みを聞

き、子育て支援に関する情報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境を把握し、助言

等を行います。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

訪問件数 604 931 999 960 1,072 

出生数 934 987 992 1,033 1,104 

 

 

５ 養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に 

資する事業 

児童の養育について支援が必要でありながら、積極的に支援を求められない状況にある家庭

に対し、過重な負担がかかる前に、訪問による専門的な指導や育児・家事支援等を行います。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

訪問家庭数 5 21 17 23 21 

実施率 必要な家庭には全戸派遣 

 

 

６ 地域子育て支援拠点事業 

子どもたちの健やかな成長と、保護者が楽しく子育てできるよう、気軽に集う場を提供し、子

育て相談、子育て情報提供、親子イベントなどを行っています。 

【実施状況】本町児童館、東児童館、貫井南児童館、緑児童館で実施（ひろば事業） 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

設置か所数 4 4 4 4 4 

 

 

７ 一時預かり事業 

保護者の就労や求職活動、病気やけが、出産、介護、冠婚葬祭、リフレッシュ等により一時的

に家庭での保育が困難な場合に、週３日を限度に保育所に預けることができるサービスです。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

実施か所数 6 6 7 10 11 

延利用件数 10,003 11,721 5,742 14,142 15,200 
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８ 病児保育事業（病後児保育） 

病気やけがの回復期にある乳幼児（病後児）を専用の保育室で看護師・保育士が預かるサービ

スです。 

【実施状況】※平成２４年１１月１２日開設 

区分 平成 24 年 平成 25 年 

利用者数 9 人日 63 人日 

登録児童数 81 人 176 人 

※くるみ保育室で実施されている病後児保育：定員４名（１日） 

 

 

９ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

子育ての手助けがほしい人（依頼会員）、子育てのお手伝いをしたい人（提供会員）、両方を兼

ねる人（両方会員）に会員登録いただき、子育てのサポートを提供する相互援助活動を行います。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

依頼会員数 742 867 958 1,065 1,179 

協力会員数 110 126 142 166 181 

両方会員数 31 33 39 44 42 

活動件数 2,647 2,400 2,470 2,951 3,297 

 

 

10 妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

妊娠中の母親の健康状態や胎児の発育状況などを定期的に確認するため、基本健診 14 回を公

費負担します。 

【実施状況】 

区分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

受診件数（合計） 10,738 件 11,914 件 9,953 件 11,080 件 11,644 件 

受診件数（１回目） 1,006 件 988 件 951 件 1,088 件 1,077 件 

受診件数（２回以降） 9,732 件 10,926 件 9,002 件 9,992 件 10,567 件 

妊娠届出数 1,043 件 1,055 件 1,054 件 1,164 件 1,175 件 

受診件数／妊娠届出数 10.3 件 11.3 件 9.4 件 9.5 件 9.9 件 

妊娠届出数／０歳人口 1.2 件 1.1 件 1.1 件 1.2 件 1.2 件 
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４ ニーズ調査の結果概要 

「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」の策定に向けて、市民の教育・保育・子育て支援に関

する利用状況や今後の利用希望等を把握し、基礎資料を得ることを目的にニーズ調査を実施しま

した。ニーズ調査より次にあげるような傾向がみられました。 

 

○抽出方法：住民基本台帳からの無作為抽出 

○調査期間：平成２５年１２月１日～２４日 

○調査方法：郵送配付・郵送回収 

○配布・回収： 

調査対象 配布数 回収数 回収率 

就学前児童の保護者 2,000 票 1,182 票 59.1％ 

小学生の保護者 1,500 票 795 票 53.0％ 

中学生・高校生年代の青少年 1,250 票 459 票 36.7％ 

中学生・高校生年代の青少年の保護者 1,250 票 663 票 53.0％ 

 

１ 就学前児童調査 

（１）保護者の就労状況 

 

母親の就労状況は、「以前は就労していたが、現在は就労していない」が 50.3％である。

産休・育休・介護休業中を含め「フルタイム」は 31.8％、「パート・アルバイト等」は

14.4％となっています。 

父親の就労状況は、「フルタイム」が 95.9％で９割を超えています。 
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1.フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

2.フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

3.ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

4.ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

5.以前は就労していたが、現在は就労していない

6.これまで就労したことがない

無回答

ｎ=1182

【母親】
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4.ﾊﾟｰﾄ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

5.以前は就労していたが、現在は就労していない

6.これまで就労したことがない

無回答

ｎ=1182

【父親】
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○現在就労していない母親の今後の就労意向 

 

現在就労していない母親の就労意向は、「１年より先、一番下の子どもが〇歳になったこ

ろに就労したい」57.5％が最も多く、その年齢は「７歳」25.6％、「３歳」18.6％、「４

歳」13.9％などの順となっています。「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」は

19.2％、希望する就労形態は「パート・アルバイト等」が 85.8％となっています。１週

当たりの日数と１日当たりの時間は次の通りです。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無回答
1.8%

ｎ=626

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

21.6%

１年より先、一番下の子どもが
○歳になったころに就労したい
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すぐにでも、
もしくは１年以内に

就労したい
19.2%

1.4 %

10.6 %

0.0 %

0.8 %

1.1 %

0.0 %
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5.6 %
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無回答
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無回答
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（２）教育・保育事業の利用について 

○平日の定期的な教育・保育事業（幼稚園、保育所など）の利用状況 

 

定期的な教育・保育事業の利用状況は、「利用している」が 57.8％、「利用していない」

が 41.3％となっています。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用している教育・保育事業 

 

定期的に利用している教育・保育事業は、「幼稚園」が 43.2％で最も多く、次いで「認可

保育所」が 40.7％となっています。 
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無回答
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○今後、利用したい教育・保育事業 

 

今後、定期的に利用したい教育・保育事業は、「幼稚園」が 57.4％で最も多く、次いで

「認可保育所」が 49.3％、「幼稚園の預かり保育」が 34.0％、「認定こども園」が 19.6％

などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）子どもが病気やケガのときの対応について 

○子どもが病気やケガで教育・保育事業を利用できなかった経験 

 

この１年間に子どもの病気やケガで事業を利用できなかったことが、「あった」が80.5％、

「なかった」は 17.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 %

4.1 %

4.3 %

10.7 %

1.9 %

1.7 %

10.9 %

4.1 %

2.5 %

9.0 %

19.6 %

49.3 %

34.0 %

57.4 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育所

認定こども園

小規模な保育施設

家庭福祉員（保育ママ）

事業所内保育施設

認証保育所

保育室（定期利用保育事業）

その他の認可外の保育施設

居宅訪問型保育（ベビーシッター）

ファミリー・サポート・センター

その他

無回答

ｎ=1182

 
無回答

2.0%
なかった

17.4%

あった
80.5%

ｎ=683
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○そのときの対処方法 

 

対処方法は、「母親が休んだ」が62.0％で最も多く、次いで「父親または母親のうち就労し

ていない方が子どもをみた」が37.1％、「父親が休んだ」が35.3％となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○病児・病後児保育の利用意向 

 

病児・病後児保育の利用については、「利用したいとは思わない」が 51.9％、できれば病

児・病後児保育施設等を利用したい」が 44.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 %

0.7 %

1.5 %

0.5 %

1.8 %

3.5 %

30.5 %

37.1 %

62.0 %

35.3 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

ｱ.父親が休んだ

ｲ.母親が休んだ

ｳ.父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

ｴ.（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

ｵ.病児・病後児の保育を利用した

ｶ.ベビーシッターを利用した

ｷ.ファミリー・サポート・センターを利用した

ｸ.仕方なく子どもだけで留守番をさせた

ｹ.その他

無回答

ｎ=550

 

0.6 %

15.8 %

1.2 %

4.2 %

1.2 %

0.0 %
7.9 %

6.1 %

15.2 %

18.2 %

3.6 %

17.0 %

3.0 %

4.8 %

1.2 %

0% 10% 20%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

８日

９日

１０日

１１～１４日

１５～２１日

２２～３０日

３１日以上

無回答

ｎ=165【利用希望日数】 

 無回答
3.5%

利用したいとは
思わない

51.9%

できれば病児・病
後児保育施設等

を利用したい
44.6%

ｎ=370

父親が休んだ 

母親が休んだ 

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた 

（同居者の含む）親族・知人に子どもをみてもらった 

病児・病後児の保育を利用した 

ベビーシッターを利用した 

ファミリー・サポート・センターを利用した 

仕方なく子どもだけで留守番をさせた 

その他 

無回答 
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（４）不定期の教育・保育事業の利用について 

○私用や親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に利用している教育・保育事業 

 

不定期の教育・保育事業の利用について、「利用していない」が68.9％で多数を占めます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○今後の利用意向 

 

今後、不定期の教育・保育事業の利用について、「利用したい」が 53.3％、「利用する必

要はない」が 41.9％となっています。 

利用する理由としては、「私用、リフレッシュ目的」が 70.5％で最も多く、次いで「冠婚

葬祭、学校行事、子どもや親の通院等」が 56.3％、「不定期の就労」が 25.2％となって

います。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 %

68.9 %

1.2 %

0.7 %

0.0 %

3.0 %

11.8 %

9.0 %

0% 20% 40% 60% 80%

一時預かり

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

トワイライトステイ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

ｎ=1182

 無回答
4.8%

利用する
必要はない

41.9%

利用したい
53.3%

ｎ=1182
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○事業を利用したい理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）小学校就学後の放課後の過ごし方 

  

低学年では、「習い事」が 58.7％で最も多く、次いで「自宅」が 50.2％、「学童保育所」

が 43.8％、「公園」が 34.5％などとなっています。 

高学年では、「習い事」が 82.2％で最も多く、次いで「自宅」が 61.9％、「公園」が 34.5％、

「放課後子ども教室」が 32.4％などとなっています。 

 

○低学年で過ごさせたい場所 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 %

5.6 %

25.2 %

56.3 %

70.5 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

私用（買物、子どもや親の習い事等）、リフ

レッシュ目的

冠婚葬祭、学校行事、子どもや親の通院 等

不定期の就労

その他

無回答

ｎ=630

 

3.6 %

5.7 %

34.5 %

0.7 %

43.8 %

28.8 %

12.8 %

58.7 %

18.1 %

50.2 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育所

ファミリー・サポート・センター

公園

その他

無回答

ｎ=281
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○高学年で過ごさせたい場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）育児休暇の取得について 

 

父親の育児休暇の取得状況は、「取得していない」が 88.6%で大半を占めています 

母親の育児休暇の取得状況は、「働いていなかった」が 49.0%で最も高く、次いで「取得

した（取得中である）」が 37.1%、「取得していない」が 12.4％となっています。 

 

○育児休暇の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 %

6.4 %

61.9 %

24.2 %

82.2 %

16.4 %

32.4 %

22.1 %

0.7 %

34.5 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育所

ファミリー・サポート・センター

公園

その他

無回答

ｎ=281

 働いていなかった
0.9%

取得していない
88.6%

無回答
6.2%

ｎ=1182
【父親】

取得した（取得中である）
4.3%

 
無回答

1.4%
取得していない

12.4%

取得した
（取得中である）

37.1%

働いていなかった
49.0%

ｎ=1182
【母親】
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２ 就学児童調査 

就学児童の小学校放課後の過ごし方 

「習い事」77.6％、「自宅」65.2％が多く、次いで「公園」40.6％、「放課後子ども教室」

29.8％、「祖父母宅や友人・知人宅」24.8％などとなっています。 

１週当たりの日数は、次の通りです。なお、時間については、児童館は「17 時」61.5％、

学童保育所は「17 時」37.2％、「18 時」29.3％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.0 %

1.9 %

65.2 %

24.8 %

77.6 %

16.4 %

29.8 %

20.6 %

0.5 %

40.6 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育所

ファミリー・サポート・センター

公園

その他（公民館など）

無回答

ｎ=795

3.5 %

1.4 %

0.0 %

12.7 %

2.5 %

17.8 %

29.9 %

32.2 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=518

【自宅】

62.4 %

23.4 %

7.6 %

1.0 %

3.0 %

0.0 %

0.0 %

2.5 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=197

【祖父母宅や友人・知人宅】

2.1 %

0.2 %

0.6 %

2.3 %

10.7 %

26.6 %

39.4 %

18.2 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=617

【習い事】

46.9 %

34.6 %

10.0 %

1.5 %

1.5 %

0.0 %

0.0 %

5.4 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=130

【児童館】

65.8 %

21.1 %

5.1 %

0.8 %

3.0 %

0.0 %

0.0 %

4.2 %

0% 20% 40% 60% 80%

100

%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=237

【放課後子ども教室】

10.4 %

0.0 %

4.3 %

33.5 %

14.0 %

17.7 %

15.9 %

4.3 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=164

【学童保育所】

100.0

%
0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0% 20% 40% 60% 80%

100

%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=4

【ファミリー・サポート・センター】

4.0 %

0.3 %

0.0 %

5.6 %

2.8 %

12.4 %

32.2 %

42.7 %

0% 20% 40% 60% 80%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 ｎ=323

【公園】
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３ 中学校・高校生年代の青少年調査 

放課後や休日を過ごすのに、どのような施設や遊び場が市内にあるとうれしいか。 

 

「映画館」33.8％、「ショッピングモール」27.7％、「屋内のスポーツ施設」24.2％、「図

書館」20.7％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

33.8 %

1.7 %

1.7 %

10.5 %

27.7 %

6.8 %

2.8 %

2.4 %

9.2 %

1.7 %

9.2 %

3.3 %

0.9 %

2.6 %

0.4 %

1.1 %

20.7 %

4.4 %

12.6 %

24.2 %

7.8 %

0% 10% 20% 30% 40%

大きな公園や広場

屋内のスポーツ施設

屋外のスポーツ施設

自然と親しめる空間

図書館

公民館

児童館

学校（校庭・プール・体育館の開放などを含む）

映画館

美術館

体験学習施設

大型ゲームセンター

ショッピングモール

ライブ、コンサート会場

音楽スタジオ

インターネットカフェ

フリースペース

障がいのある生徒が集まれる施設

その他

特にない

無回答

ｎ=459
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４ 中学校・高校生年代の保護者調査 

 

子どもを取り巻く環境や、宛名のお子さんのことでどのような問題が気になりますか。 

「勉強や進路」60.8％、「インターネット・メディアとの付き合い方」50.2％を多くの

人があげています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お子さんの教育や子育てのことでどのようなことに悩んだり、困ったりしていますか。 

「教育・子育てにかかる費用の負担が大きいこと」42.8％、「家庭でのしつけや教育に関

すること」27.1％であり、これら以外はすべて１ケタとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.9 %

0.5 %

3.0 %

4.2 %

15.1 %

50.2 %

4.2 %

13.3 %

1.4 %

8.6 %

4.2 %

9.2 %

17.8 %

2.9 %

13.3 %

60.8 %

23.8 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

子どもの健康・病気

勉強や進路

性格や癖

暴力や非行

交友関係

子どものいじめ

不登校

学校の先生との関係

大人との関わり

セクシュアル・ハラスメント

子どもの障がい

子どもの発達

子どもの生命や安全

インターネット・メディアとの付き合い方

その他

特にない

無回答

ｎ=663

0.0 %

8.0 %

4.7 %

31.4 %

3.6 %

3.8 %

42.8 %

6.3 %

1.8 %

6.9 %

5.7 %

27.1 %

8.6 %

0% 10% 20% 30% 40% 50%

病気や発育・発達に関すること

家庭でのしつけや教育に関すること

子どもとのコミュニケーションがうまくとれないこと

子どもの育て方について、自信が持てないこと

子どもの障がいに関すること

子育てに関して配偶者・パートナーとの意見があわないこと

子育・教育てにかかる費用の負担が大きいこと

性に関すること

子どもからの暴力

配偶者・パートナーの協力が少ないこと

その他

特にない

無回答

ｎ=663

教育・子育てにかかる費用の負担が大きいこと 
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第３章  

子ども・子育て支援事業計画 
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１ 教育・保育提供区域の考え方 

提供区域は、身近な地域で希望するサービスを利用しやすくする提供体制の確保のために、新

たに市町村が定めるもので、自治体にとって地域ニーズに応じたサービスを計画的に提供する（最

適な需給バランスを図る）ための基礎的な範囲になります。 

区域の設定に当たっては、保護者や子どもが居宅から容易に移動することができ、質の高い教

育・保育及び子育て支援の提供を受けることができるよう、地理的条件、人口、交通事情その他

の社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するため施設の整備状況、幼児

期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に勘案することとされています。 

今後の教育・保育事業を実施する上で懸念されることは、区域内において供給不足が生じた場

合です。特に保育施設の場合、子ども・子育て支援法では基準等の条件を満たす保育施設の設置

認可申請が提出された場合には、原則として「欠格事由に該当する場合や供給過剰による需給調

整が必要な場合」以外は認可するとされているため、他の区域で供給過多である場合でも、その

区域には新たに認可することになります。不測の設置認可による、既存施設との不調和、施設の

乱立などの可能性をできる限り小さくし、安定して教育・保育を提供できるよう考慮しなければ

なりません。 

教育・保育提供区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域とし

て設定しますが、地域子ども・子育て支援事業の提供体制については、事業ごとに設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１節 教育・保育提供区域の設定 
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２ 教育・保育提供区域の設定  

（１）小金井市における教育・保育提供区域 

小金井市は、４ｋｍ四方とコンパクトなまちで、比較的移動が容易なことが特徴です。利用者

の通勤等の実態を踏まえた動線を考慮しつつ、市内全体の広域的な観点で効率的な施設整備を図

れ、一時的な需要の増減に対して柔軟な対応が可能であることから、市内全域を１区域とします。

施設整備に当たっては、提供区域にとらわれず、既存施設との調和を図りつつ、利用者の利便性

を考慮しながら検討していきます。 

 

事業区分 提供区域 

1 号認定（満 3 歳以上の小学校就学前児童） 

市内１区域 ２号認定（満３歳以上の小学校就学前児童） 

３号認定（満 3 歳未満の小学校就学前児童） 

 

（２）地域子ども・子育て支援事業ごとの区域設定 

11 事業 提供区域 考え方 

利用者支援に関する事業 市内 1 区域 
教育・保育施設の活動の一環であるため、小
金井市内全域とする。 

地域子育て支援拠点事業 市内 1 区域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、小金井
市内全域とする。 

妊婦に対して健康診査を実
施する事業 

市内 1 区域 現状どおり、小金井市内全域とする。 

乳児家庭全戸訪問事業 市内 1 区域 現状どおり、小金井市内全域とする。 

養育支援訪問事業 市内 1 区域 現状どおり、小金井市内全域とする。 

子育て短期支援事業 
（ショートステイ） 

市内 1 区域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、小金井
市内全域とする。 

子育て援助活動支援事業 
（ファミリー・サポート・センタ

ー） 

市内 1 区域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、小金井
市内全域とする。 

一時預かり事業 市内 1 区域 
教育・保育施設での利用も含むため、小金井
市内全域とする。 

延長保育事業 市内 1 区域 
通常利用する施設等での利用が想定されるた
め、小金井市内全域とする。 

病児保育事業 市内 1 区域 
現状の提供体制、利用状況を踏まえ、小金井
市内全域とする。 

放課後児童健全育成事業 
（学童保育） 

市内 1 区域 
教育・保育の区域設定を踏まえ、小金井市内
全域とする。 
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１ 量の見込み 

本計画の作成時期における教育・保育の利用状況、子ども・子育て支援に関するニーズ調査

により把握した利用希望を踏まえて、認定区分ごとに量の見込み（必要利用定員総数）を定め

ています。 

認定区分 

１～３号認定（子ども・子育て支援法第１９条等） 

保護者の申請を受けた市町村が客観的基準に基づいて保育の必要性を認定（子どもの認定区

分）。その上で施設型給付、地域型保育給付を行う仕組みです。 

区分 対象年齢 保育の必要性 利用施設 

1 号認定 満３歳以上 
幼児期の学校教育 

（教育標準時間認定） 

主に幼稚園、 

認定こども園に該当 

２号認定 満３歳以上 
保育の必要性あり 

（保育認定） 

主に保育所、 

認定こども園に該当 

３号認定 満３歳未満 
保育の必要性あり 

（保育認定） 

保育所 認定こども園、 

地域型保育に該当 

教育・保育施設の分類について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 教育・保育施設の充実 

 

地域型保育事業 
＜０～２歳＞ 

4 つの類型事業。 

新設される事業です。 

※新制度に移行する施設のみ 

 

●少人数（２０人未満）の 

保育を行い、対象は、 

０～２歳を対象とする。 

●設置認可は 

自治体が判断する。 

 

施設型給付 現行制度から、子ども・子育て支援新制度へ移行し給付対象となる事業。 

保育所 
＜０～５歳＞ 

就労などのため家庭で保育のでき

ない保護者に代わって養護と教育

が一体となった保育を提供します。 

幼稚園 
＜３～５歳＞ 

小学校以降の学習や生活の基礎

を作るため、子どもを預かり、就学

前の教育を提供します。 

認定こども園 
＜０～５歳＞ 

保護者の就労状況にかかわらず、

幼稚園と保育所が一体となった施

設で子どもを預かり、教育・保育を

提供する施設です。 

 

家庭的保育 
（保育ママ・家庭福祉員） 

＜定員は 5人以下＞ 

保育士資格または、保育士と同等

の研修を受けた者の居宅等で保育

する通所の施設です。 

事業所内保育 
＜従業員枠／地域枠＞ 

企業の事業所の保育施設などで、 

従業員の子どもと地域の子どもを 

一緒に保育します。 

居宅訪問型保育 
＜１対１の保育＞ 

保護者の自宅で 

１対１の保育を行います。 

小規模保育 
＜定員は５～１９人＞ 

家庭的保育に近い雰囲気のもと、 

きめ細かな保育を行う保育です。 

地域型保育給付 新制度から定められた４つの類型事業。 

認可外保育施設 
（新制度に移行しない施設） 

認証保育所 
（東京都独自の制度） 

私立幼稚園 
（新制度に移行しない園） 
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計画期間の年齢別児童数の推計 

国が示す手引きに従い、計画期間中の児童数について、平成 21 年から平成 25 年の１歳年齢

ごと男女別人口を基に、コーホート変化率法にて推計しました。推計結果は以下のとおりとなり

ます。児童人口は計画最終年度の平成 31 年度まで増加傾向にあるものの、５歳までの児童人口

は平成 28 年度をピークに減少に転じていくものと見込まれます。 

 

  
（単位：人）

実績 推計

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

0歳 888 926 987 962 1,014 970 960 952 945 935 927 -8.6%

1歳 837 899 947 984 951 1,001 958 948 940 933 926 -2.6%

2歳 849 829 915 930 983 950 1000 957 947 939 934 -5.0%

3歳 798 827 864 904 943 997 964 1013 970 960 956 1.4%

4歳 820 800 842 869 891 929 983 950 998 956 949 6.5%

5歳 878 825 818 846 872 894 932 986 953 1001 959 10.0%

6歳 926 906 849 832 831 856 878 914 967 934 983 18.3%

7歳 832 947 928 846 837 836 861 884 920 974 940 12.3%

8歳 978 853 961 930 848 839 838 863 886 922 976 15.1%

9歳 994 984 866 970 920 839 830 829 854 877 912 -0.9%

10歳 931 1,014 996 878 972 923 841 831 830 856 879 -9.6%

11歳 943 946 1,026 1,007 890 985 936 853 842 841 868 -2.5%

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
伸び率

（H25-H31)

0歳 888 926 987 962 1,014 970 960 952 945 935 927 -8.6%

1-2歳 1,686 1,728 1,862 1,914 1,934 1,951 1,958 1,905 1,887 1,872 1,860 -3.8%

3-5歳 2,496 2,452 2,524 2,619 2,706 2,820 2,879 2,949 2,921 2,917 2,864 5.8%

小計 5,070 5,106 5,373 5,495 5,654 5,741 5,797 5,806 5,753 5,724 5,651 -0.1%

6-8歳 2,736 2,706 2,738 2,608 2,516 2,531 2,577 2,661 2,773 2,830 2,899 15.2%

9-11歳 2,868 2,944 2,888 2,855 2,782 2,747 2,607 2,513 2,526 2,574 2,659 -4.4%

合計 10,674 10,756 10,999 10,958 10,952 11,019 10,981 10,980 11,052 11,128 11,209 2.3%

伸び率

（H25-H31)

888 926 987 962 1,014 970 960 952 945 935 927

1,686 1,728 1,862 1,914 1,934 1,951 1,958 1,905 1,887 1,872 1,860

2,496 2,452
2,524 2,619 2,706 2,820 2,879 2,949 2,921 2,917 2,864

5,070 5,106
5,373 5,495 5,654 5,741 5,797 5,806 5,753 5,724 5,651
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２ 提供体制の確保と実施時期 

教育・保育の利用状況及び子ども・子育て支援に関するニーズ調査により把握する利用希望

を踏まえ、教育・保育提供区域ごとに均衡の取れた教育・保育の提供が行えるよう、小学校就

学前児童数の推移、教育・保育施設の配置状況及び地域の実情等を考慮し、認定区分ごとに量

の見込み（必要利用定員総数）と確保の内容及び実施時期を設定します。 

 

１ 1 号認定（満３歳以上、幼稚園を利用希望） 

■量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１ 必要利用定員総数 1,644 人 1,684 人 1,669 人 1,666 人 1,636 人 

 幼児期の学校教育の 
利用希望が強い 

183 人 187 人 186 人 185 人 182 人 

上記以外 1,461 人 1,497 人 1,483 人 1,481 人 1,454 人 

２ 確保の内容 1,644 人 1,684 人 1,669 人 1,666 人 1,636 人 

 特定教育・保育施設 105 人 105 人 135 人 135 人 135 人 

確認を受けない 

幼稚園 
950 人 950 人 950 人 950 人 950 人 

市外の幼稚園 589 人 629 人 584 人 581 人 551 人 

過不足（２-１） 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

※確認を受けない幼稚園＝自治体が施設型給付の対象となることを確認する「認定こども園・幼稚園・保育所」

に該当しない、私立幼稚園のこと。 

 

■確保の方針 

小金井市には、私立幼稚園が６園、国立大学附属幼稚園が１園の計７園があり、定員数の合計

が１，０５５人となっています。子ども・子育て支援に関するニーズ調査にもあるように、市内

幼稚園で確保される定員数は、必要利用定員総数に大きく不足しており、市内の未就学児童の多

くが市外の幼稚園に通園しています。 

今後は、認定こども園の新設や、既存の保育施設が認定こども園へ移行を希望する場合の受入

れ体制づくりによる円滑な認定こども園への移行により幼稚園の利用ニーズに対応するととも

に、保育施設の整備をすることにより、現在の待機児童の状況から当初より保育施設の利用をあ

きらめている２号認定児童の受入れ等により、現状よりも多くの児童が地域の施設に通園でき

る体制を整えます。 

また、子ども・子育て支援新制度の開始に伴い、今まで以上に幼稚園と市との連携を進めてい

く必要があります。私立幼稚園協会等との情報提供・交換による相互理解、幼稚園各園の共通し

た課題等に対する支援を行うことにより、教育・保育の総合的な質の維持、向上を図っていきま

す。 
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（２）２号認定（満３歳以上、保育所を利用希望） 

■量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１ 必要利用定員総数 1,060 人 1,086 人 1,076 人 1,074 人 1,055 人 

２ 確保の内容 1,074 人 1,156 人 1,216 人 1,216 人 1,216 人 

 

特定教育・保育施設 987 人 1,085 人 1,145 人 1,145 人 1,145 人 

地域型保育事業 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

認可外保育施設 87 人 71 人 71 人 71 人 71 人                                                                                                                                                                                                             

過不足（２-１） 14 人 70 人 140 人 142 人 161 人 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

 

（３）３号認定（満３歳未満、保育所を利用希望） 

 ➀ ３号認定（０歳） 

■量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１ 必要利用定員総数 253 人 251 人 249 人 247 人 245 人 

２ 確保の内容 226 人 251 人 254 人 253 人 253 人 

 

特定教育・保育施設 155 人 184 人 187 人 187 人 187 人 

地域型保育事業 16 人 22 人 22 人 22 人 22 人 

認可外保育施設 55 人 45 人 45 人 44 人 44 人 

過不足（２-１） △27 人 0 人 5 人 6 人 8 人 

保育利用率 23.5％ 26.4％ 26.9％ 27.1％ 27.3％ 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 

 

② ３号認定（１・２歳） 

■量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

１ 必要利用定員総数 885 人 861 人 853 人 846 人 840 人 

２ 確保の内容 760 人 823 人 863 人 861 人 861 人 

 

特定教育・保育施設 529 人 612 人 652 人 652 人 652 人 

地域型保育事業 65 人 77 人 77 人 77 人 77 人 

認可外保育施設 166 人 134 人 134 人 132 人 132 人 

過不足（２-１） △125 人 △38 人 10 人 15 人 21 人 

保育利用率 38.3％ 43.2％ 45.7％ 46.0％ 46.3％ 

※必要利用定員総数＝幼児期の学校教育・保育の量の見込み 
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■確保の方針 

平成 26 年４月の待機児童数は 257 人となりました。共働き家庭の増加等により、今後も引

き続き保育ニーズが増加することが見込まれます。子ども・子育て支援に関するニーズ調査の結

果からも、待機児童の９割を占める０歳児から２歳児までの児童における定員数が大きく不足

し、喫緊の課題となっています。 

０歳児から２歳児までの保育ニーズに機動的に対応するために、新たに創設された小規模保

育事業や家庭的保育事業の整備による確保を行うと同時に、３歳児以上の受け皿や、連携施設の

確保も視野に入れた認可保育所の定員拡充、認定こども園も含めた整備を図ります。また、小金

井市の保育施策の一翼を担っている認証保育所を含めた認可外保育施設について、計画期間中

の整備を図り、平成 29 年度までに必要利用定員総数に対応した定員数の確保を目指します。 

なお、認可外保育施設については、特に３歳未満児及び多子世帯の保育料負担の認可保育所と

の格差が指摘されています。小金井市においても保護者助成金を支給して保護者の経済的負担

の軽減を図っていますが、保育を希望する家庭が等しく保育サービスを受けられるよう、他市の

状況も踏まえながら、所得の状況に応じた負担のあり方を検討していきます。 
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３ 教育・保育の一体的提供の推進（認定こども園について） 

教育・保育の一体的な提供の推進においては、単に幼稚園・保育所の施設的な統廃合や保護者

の就労支援の観点のみならず、教育・保育的な観点、子どもの育ちの観点を大切に考え、子ども

が健やかに育成されるよう教育・保育機能の充実（ソフト的整備）と施設整備（ハード的整備）

を一体的にとらえた環境の整備が重要です。 

子どもたちに質の高い教育・保育の提供を行うとともに、保護者や地域の子育て力の向上に向

けた支援を実施するため、幼稚園・保育所等が認定こども園へ移行する際や、新設される際の受

入れ体制づくりをします。 

 

（１）認定こども園の特徴 

① 就学前の教育・保育を一体として捉え、一貫して提供する。 

② 保護者の就労の有無にかかわらず利用できる。 

③ 保護者の就労状況が変わった場合も継続利用できる。 

 

（２）認定こども園運営について 

①幼稚園教育要領及び保育所保育指針との整合性 

○ 幼児期の特性を踏まえた教育を展開するという観点から、国の定める幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領に則り、心身の発達の段階や特性を十分に考慮した教育を展開する。 

○ 子どもの最善の利益を保障するという観点から、一人一人の存在を受け止め、家庭との緊

密な連携の下、この時期の子どもにふさわしい生活の場を保障し、援助する保育を行う。 

○ 幼保連携型認定こども園は、学校と児童福祉施設の両方の位置付けをもつ、質の高い幼児

期の学校教育及び保育を一体的に行う施設である。 

○ 環境を通して行う教育及び保育を基本として、そのねらいや内容等については、健康、人

間関係、環境、言葉、表現の５つの領域から構成する。 

 

②幼保連携型認定こども園として特に配慮すべき事項 

○ 保護者の就労状況等の生活スタイルを反映した在園時間の長短、入園時期や登園日数の相

違に応じて、一人一人の生活の仕方やリズムに配慮した一日の生活の流れを考える。 

〇 満３歳以上の子どもについては、満３歳未満の子どもを含めた異年齢の子どもとかかわる

活動を、子どもの発達状況の違いを踏まえつつ設定する。 
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４ 教育・保育施設の質の向上 

幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであり、子ども

の最善の利益を第一に考えながら、質の高い教育・保育を提供しなければなりません。教育・保

育施設の更なる質の向上を図るためには、幼稚園教諭、保育士の待遇改善やそれを支える各施設、

事業者同士の情報共有や連携が必要となります。同時に、各専門性や経験が極めて重要であり、

研修等によりその専門性の向上を図ることも必要です。また、発達や学びの連続性を確保する観

点から、小学校教育への円滑な接続に向け、幼保小のより一層の連携を進めるとともに、他の地

域の保育所、幼稚園、認定こども園に通う児童についても配慮する必要があります。 

すべての子どもの健やかな育ちを保障していくために、発達段階に応じた質の高い教育・保育

及び子育て支援を提供し、その質の確保・向上のための取組みを進めていきます。 

① 職員資質向上に向けた研修等の充実 

② 幼稚園・保育所や地域型保育事業者の連絡会等との連携の充実 

③ 第三者評価の受審促進 
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１ 地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

国の基本指針等に沿って、「地域子ども・子育て支援事業の量の見込み」を定めます。また、設

定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域子ども・子育て支援事業の確保の内容及

び実施時期を設定します。計画期間における量の見込み、確保の内容は以下のとおりです。 

 

（１）利用者支援事業（平成 27 年度からの新規事業） 

子どもや保護者が、幼稚園・保育所での教育・保育や、一時預かり等の中から適切なものを選択

し円滑に利用できるよう、個々のニーズを把握し情報提供や相談を含めた支援を行う事業です。 

[対象児童] 未就学児童 

 

確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

実施予定か所数（か所） 1 1 1 1 1 

 

■確保の方針 

多様化する保育ニーズに対応し、様々な保育サービス、子育て支援等に関する情報提供や相談

等を行うため、保育所申請窓口に保育所等入所相談支援員を配置し、平成 26 年度から実施をし

ています。利用者支援事業に含まれる地域連携機能については、子ども家庭支援センターにおい

て子どもと家庭に関するあらゆる相談に応じるとともに、子育てに関する情報提供や関係機関

との連携、調整を行っています。利用者支援事業については、今後も引続き、保育所等入所相談

支援員により、主に教育・保育サービスに関する利用者支援の窓口として実施していきます。ま

た、相談の中で把握された育児、発達等の支援を必要とする家庭に対しては、各機関へのガイド

役として相談に応じていきます。 

 

  

第３節 地域子ども・子育て支援事業の充実 
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（２）延長保育事業（延長保育） 

保育所在園児を対象に、保護者の就労等の事情により、通常保育時間を越えて保育を実施す

る事業です。 

[対象児童] 未就学児童 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人） 604 604 599 595 588 

確保の内容（人） 556 628 649 649 649 

 

■確保の方針 

認可保育所全園で延長保育を実施しており、保育所在園児の 18 時以降の保育ニーズに対応

しています。延長時間は、公立保育所は 19 時まで、私立保育所は各園により 19 時から 20 時

の間で時間が異なります。既設の保育施設において継続的な実施体制の維持を図るとともに、新

規に設置される施設と連携しながら、事業を実施していきます。また、保護者の就労状況等を踏

まえながら、19 時以降の延長についても検討していきます。 
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（３）放課後児童健全育成事業（学童保育） 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等

に適切な遊びや生活の場を与えて、児童の健全育成を図る事業です。 

[対象児童] 就学児童 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人） 994 1,008 1,041 1,061 1,089 

 【低学年】量の見込み 740 764 796 812 832 

【高学年】量の見込み 254 244 245 249 257 

確保の内容（人） 790 810 810 810 810 

 

■確保の方針 

小金井市では、学童保育所の大規模化への対応、設備の更新を図るため、計画的に建替え工事

を実施し、入所希望児童の全入所を維持するとともに、適正な規模での学童保育を推進してきま

した。 

今後は、引続き学童保育所へのニーズ及び必要性の高い低学年児童の受入れを優先とし、高学

年児童については、国や都における放課後子ども総合プラン等の動向を見極めながら、地域にお

ける子どもの居場所の活用等も含めて対応を検討します。また、学童保育所の運営・整備に当た

っては、区域設定（市内 1 区域）にかかわらず、児童の利便性等を踏まえて小学校区を考慮し

検討していきます。 

なお、確保方策については、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に対する適

合状況や利用状況の変化等を把握し、必要に応じて修正を図っていくこととします。 
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（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童に

ついて、児童養護施設等において、必要な保護を行う事業です。 

[対象児童] 未就学児童 

[単位]延べ利用者数（年間）人／年 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人/年） 711 712 705 702 693 

確保の内容（人/年） 730 730 730 730 730 

 

■確保の方針 

２歳から中学校就学前までの児童を対象に、定員 2 名で事業を実施しています。現在の事業

実施体制でも量の見込みを受入れることは可能となっているため、事業を継続して実施してい

きます。 

子ども・子育て支援に関するニーズ調査において、０歳、１歳児の利用ニーズが認められます。

受入施設の体制等も含めて、今後研究していきます。 

 

 

（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

生後４か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供、乳児及びその

保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育についての相談に応じ、助言その他

の援助を行う事業です。 

[対象年齢] 0 歳 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人） 1,045 1,037 1,029 1,018 1,009 

確保の内容 

1,045 1,045 1,045 1,045 1,045 

実 施 体 制：市保健師及び委託で実施 

実 施 機 関：健康課（保健センター） 

委託団体等：母子保健推進員（保健師、助産師有資格者等） 

 

■確保の方針 

出生後提出される「赤ちゃん連絡票（出生通知）」に基づき訪問を行っています。様々な事情

により連絡票が未提出となっている家庭に対しても、電話や直接訪問、不在連絡票の投函等の対

応を行い、訪問の勧奨を行う等、全ての家庭へ訪問する体制を整えています。現在の事業実施体

制でも量の見込みを受入れることは可能となっているため、事業を継続して実施していきます。  
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（６）養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行う

ことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。正式名称は「養育支援訪問事

業及び要保護児童対策地域協議会その他の者による要保護児童等に対する支援に資する事業」 

[対象者] 要支援児童、特定妊婦、要保護児童（注） 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人） 23 23 23 23 23 

確保の内容（人） 

23 23 23 23 23 

実 施 体 制：子ども家庭支援センター及び委託で実施 

実 施 機 関：子育て支援課（子ども家庭支援センター） 

委託団体等：ヘルパー派遣事業所（6 事業所） 

 

■確保の方針 

乳児家庭全戸訪問事業、関係機関からの通告や個々のケースワークを通して把握される養育

支援が特に必要な家庭に対して、子ども家庭支援センターがその必要性等を判断し派遣してい

ます。現在、必要性が認められた家庭に対しては全件派遣を実施しています。現在の事業実施体

制でも量の見込みを受入れることは可能となっているため、事業を継続して実施していきます。 

様々な問題を抱えた家庭に対する事業であるため、相談支援、育児家事援助の質が保たれるよ

う、訪問支援者に対する研修（年１回）の実施、育児家事援助を行うヘルパー派遣事業所との定

期的な連絡会（年２回）の開催を継続して実施し、連携を図っていきます。 

 

（注） 

要支援児童：乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが 

特に必要と認められる児童 

特定妊婦：出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦 

要保護児童：保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童 

児童福祉法第六条の三の規定より 
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（７）地域子育て支援拠点事業 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う居場所を開設し、子育てについての相談、情報提

供を行う事業です。 

[対象年齢] 未就学児童 

[単位]延べ利用者数（年間）人/回 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人/回） 7,426 7,270 7,208 7,144 7,092 

確保の内容 
（人/回） 2,016 2,016 2,016 2,016 2,016 

（箇所） 4 4 4 4 4 

 

■確保の方針 

現在、児童館４館で子育てひろばとして事業を実施しています。しかしながら、量の見込みは

現在の提供体制を上回っています。平成 27 年度より学童保育所で市の独自事業としてひろば

事業を開始するほか、子ども家庭支援センターで実施している常設の親子遊びひろば等の利用

によりニーズに対応していきます。 

市内各所にひろばを開設することにより、保護者が子どもを連れて容易に移動できる距離に

整備する等、利便性の向上も図っていきます。 

 

 

（８）一時預かり事業 

家庭において養育を受けることが一時的に困難となった児童について、保育所等において児

童を一時的に預かる事業です。 

[対象児童] ①幼稚園在園児  ②在園児以外は未就学児童 

[単位] 延べ利用者数（年間）人日/年 

 

①幼稚園における一時預かり（幼稚園における在園児対象型） 

量の見込み 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み合計（人日/

年） 
51,541 52,794 52,292 52,220 51,272 

 

幼稚園の在園児を 

対象とした一時預か

り 

（1 号認定見込

み） 

7,038 7,209 7,140 7,130 7,001 

 

幼稚園の在園児を 
対象とした一時預か
り 
（２号認定見込み） 

44,503 45,585 45,152 45,090 44,271 
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確保の内容（人日／年） 15,525 15,525 15,525 15,525 15,525 

 

■確保の方針 

市内幼稚園４園で預かり保育が実施されています。共働き世帯の増加により２号認定（保育の

必要性あり）が見込まれる児童の幼稚園（幼児期の学校教育）希望が一定程度見込まれ、一時預

かり事業の量の見込みが実績を上回っています。市内幼稚園の教育方針や運営体制を尊重しな

がら、連携を取り確保していきます。また、市外の幼稚園利用児童についても、各園での預かり

保育の実施状況に基づき利用ニーズに対応していきます。 

 

②保育園等における一時預かり（幼稚園における在園児対象型以外） 

量の見込みと確保の内容 

 
平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

平成 31 年

度 

量の見込み（人日/年） 26,991 27,033 26,786 26,651 26,311 

確保の内容（人日/年） 32,230 32,271 32,313 32,355 33,128 

 保育園の一時預かり 
（在園児対象型以外） 

30,025 30,025 30,025 30,025 30,025 

 
子育て援助活動支援事

業（ファミリー・ 

サポート・センター） 

2,205 2,246 2,288 2,330 2,373 

 子育て短期支援事業 
（トワイライトステイ） 

0 0 0 0 730 

 

■確保の方策方針 

現在、認可保育所１１園、保育室（定期利用保育事業）、定期利用保育室、ファミリー・サポ

ート・センターにおいて一時預かりのニーズに対応しています。今後も引続き現状の提供体制を

維持していきます。 

一方では、一時保育を利用したいが混雑していて予約が取れない、一時預かりの予約が取りづ

らいとの声が寄せられています。様々な理由によるニーズに対応できるよう、私的、緊急一時預

かりの充実等が今後の課題であり、保育所の整備とともに一時預かり事業の実施を検討する必

要があります。 

ファミリー・サポート・センター事業は多様なニーズへの対応が必要であり、多くの協力会員

を確保していく必要があります。今後も引続き研修等を通して質の高い協力会員の確保を進め

るとともに、依頼会員に対する協力会員登録の働きかけ等を通して、「相互援助組織」としての

更なる活性化を図っていきます。 

トワイライトステイ事業は、事業を実施するに至っていません。衛生・安全面に配慮しつつ受

入施設を幅広く捉え、保護者のニーズ等を見極め規模・内容を含め実施に向け検討します。 
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（９）病児保育事業、子育て援助活動支援事業（病児・緊急対応強化事業） 

児童が病気の回復期に至らない場合で当面の症状の急変が認められない場合、又は、病気の

回復期で集団保育が困難な場合で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難

な場合、病院・保育所等に付設された専用スペース等で、一時的に保育する事業です。 

[対象児童] 未就学児童 

 

量の見込みと確保の内容 

 
平成 27 年

度 

平成 28 年

度 

平成 29 年

度 

平成 30 年

度 

平成 31 年

度 

量の見込み（人日/年） 3,146 3,151 3,122 3,106 3,067 

確保の内容（人日/年） 1,524 1,524 1,524 2,229 3,169 

 病児保育事業 1,524 1,524 1,524 2,229 3,169 

 
子育て援助活動支援事
業（ファミリー・ 
サポート・センターなど） 

0 0 0 0 0 

 

■確保の方針 

現在、病後児保育室及び認可保育所における体調不良児対応型を各１施設、保育所に入所して

いる児童を対象に実施しています。病後児保育室の過去の実績は利用数が少ないものの（平成

25 年度 63 人日）、子ども・子育て支援に関するニーズ調査では多くの利用希望が把握されて

います。今後は定員の合計規模７人程度の事業実施を検討します。また、「病児保育」「対象者の

拡大」「ファミリー・サポート・センター事業にける病児・緊急対応強化事業」については、必

要性について研究をしていきます。  
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（10）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター、就学後含む。） 

児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等の援助を受けることを希望す

る者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活動に関する連絡、調整を行う事業です。

就学児対象のファミリー・サポート・センター事業。 

[対象児童] 就学児童 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人日/年） 2,794 2,821 2,905 2,963 3,049 

 【低学年】量の見込み 1,850 1,912 1,991 2,032 2,082 

【高学年】量の見込み 944 909 914 931 967 

確保の内容（人） 2,794 2,821 2,905 2,963 3,049 

 

■確保の方針 

会員数、活動件数ともに増加傾向にあります。多様なニーズへの対応が必要であり、多くの協

力会員を確保していく必要があります。今後も引続き研修等を通して質の高い協力会員の確保

を進めるとともに、依頼会員への協力会員登録への働きかけ等を行います。また、毎月開催して

いる登録説明会も保護者の出席しやすい体制を検討し、「相互援助組織」としての更なる活性化

を図っていきます。 
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（11）妊婦健診事業 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査を

実施する事業です。 

 

量の見込みと確保の内容 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

量の見込み（人） 1,110 1,101 1,093 1,081 1,072 

確保の内容（人） 

1,110 1,110 1,110 1,110 1,110 

実施場所：都内契約医療機関 

     （助産院、都外医療機関で受診の場合は現金給付） 

検査項目：計 14 回、現在の検査項目を引続き実施 

 

■確保の方針 

現在、全ての妊婦を対象に妊婦健診を実施しています。現在の事業実施体制でも量の見込みを

受入れることは可能となっているため、事業を継続して実施していきます。今後、国から「望ま

しい基準」が示されることとされていますが、現在実施している検査項目を基本とし、都や他自

治体の動向を踏まえ検討をしていきます。 
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（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（世帯の所得の状況等に勘案して物品購入に要する費用等の全部又は一部を助成する事業） 

保護者の世帯所得の状況を勘案して市が定める基準に従って、特定教育・保育施設等に対し

て保護者が支払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又

は行事への参加に要する費用等を助成する事業です。 

 

■確保の方針 

国の検討状況、都や他自治体の動向を踏まえて対応をしていきます。 

 

 

（13）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な事業者の

能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業です。 

 

■確保の方針 

市内には私立の幼稚園、認可・認可外保育施設が数多く存在し、各事業者の特色に基づいた教

育・保育が提供されています。教育・保育施設の充実は喫緊の課題となっています。子ども・子

育て支援新制度において地域型保育事業が新たに創設される等、多様なニーズに基づいた施設

の設置が可能となりました。現状に引続き新規の施設設置に対するバックアップを行うととも

に、国や都の状況を踏まえて実施を含めて内容を検討します。 
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第４章  

子ども・子育て支援施策の取組み 
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第４章「子ども・子育て支援施策の取組み」に掲載する施策の方向性を、３つの基本的な視点

と６つの目標に沿って体系的にまとめます。 

基本的視点 基本目標 施策の方向性 

子どもの育ちを

支えます 

目標１ 
子どもの最善の利益

を支えます 

①子どもの権利を尊重する社会環境づくりを進め

ます 

②子どもの社会参加を推進し、意見の表明など子ど

もの自己実現を応援します 

③子どもへの虐待や犯罪を防止します 

目標２ 

子どものゆたかな体

験と仲間づくりを支

えます 

①自立を育む体験活動を応援します 

②子どもの居場所と交流の場を充実します 

子育て家庭を 

支えます 

目標３ 
子どもを生み育てる

家庭を支援します 

①経済的負担を軽減します 

②母子保健事業を充実します 

③子育ちや子育てに関する相談、情報提供、学習機

会を充実させ、支援を強めます 

④子育てしやすい職場環境を目指して、情報提供と

支援に取り組みます 

目標４ 

子育ち、子育てに困

難を抱える家庭を支

援します 

①ひとり親家庭を支援します 

②障がいや特別な配慮が必要な子どもと家庭を支

援します 

③外国籍の子どもと家庭を支援します 

④家庭での子育ち、子育てが困難な場合にきめ細や

かな支援をします 

次世代に 

つながる地域の

子育ち、子育て

環境を整えます 

目標５ 
地域の子育ち環境を

整えます 

①子どもが安心して学べる環境をつくります 

②子どもが地域の一員となるための学習と交流の

場をつくります 

③子育ち、子育てしやすい生活環境等を整備します 

④地域から緑と環境を守ります 

目標６ 
地域の子育て環境を

整えます 

①地域の子育てネットワークを整備します 

②男女がともに子育てと社会参加できる環境をつ

くり、ワーク・ライフ・バランスを目指します 

③地域の公共施設の活用を進めます 

第１節 施策の体系 
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目標１ 子どもの最善の利益を支えます 

国連は 1989 年に「子どもの権利に関する条約」を採択しました。この条約は、子どもは一方的に守ら

れたり、支えられるだけの対象ではなく、自らが伸びやかに育っていく権利主体者であることを明確にして

います。 

市では、子どもの権利を保障し、健やかな成長・発達を願って「小金井市子どもの権利に関する条例」を

平成 21 年３月に制定しています。引き続き子どもの権利を尊重する社会環境づくりを進めるとともに、子

どもが、自らの育つ力を発揮するために、意思表示・表明の機会を広げ、地域社会の一員として尊重され、

自己実現に必要な支援を十分得られる環境を整えます。 

また、子どもを虐待や犯罪から守り、子どもの最善の利益を支える地域づくりを子どもとともに進めま

す。 

 

①子どもの権利を尊重する社会環境づくりを進めます 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

子どもの権利の普及 児童青少年課 市民 「子どもの権利に関する条例」

についての周知・広報を行う。 

児童青少年課／「子どもの

権利に関する条例」パンフレッ

トを市立小・中学校新入生

へ配布。 

健全育成各地区行事で、一

般向けパンフレットを配布。 

児童館（子育てひろば等）

で、小学生向け及び一般向

けパンフレットを設置。 

青少年問題協議会で作成し

たリーフレット「かけがえのない

自分」で、「子どもの権利に関

する条例」を紹介。 

パンフレット等を通

じて周知を図る 

実施内容 

その他関係各

課 

     

２ 

子どもオンブズパーソ

ン 

児童青少年課 子ども 子どもの声を聞き「子どもにとっ

ていちばんいいこと」を一緒にな

って考えるオンブズパーソン（公

的第三者機関）を設置する。 

子どもの権利条例検討部会

をのびゆく子どもプラン小金井

推進連絡会と同時開催。

「相談・救済」関連調査につ

いて、追加調査を実施。 

実施を含め検討  

３ 

子どもの人権講座 公民館 市民 ありのままの子育て、子どもの権

利に関する条例、不登校、特

別支援教育、子どもの居場

所、小金井の子育て等の問題

について語り合う講座を開催す

る。 

｢いうことをきかない、という前

に」をテーマに、7回シリーズの

講座を開催した。延参加人

数は233人。 

継続 参加者数 

 

  

第２節 子どもの育ちを支えます（基本的視点１） 
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②子どもの社会参加を推進し、意見の表明など子どもの自己実現を応援します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

子どもの意見表明の

場の設定と意見の反

映 

児童青少年課 子ども 子どもの考え方や意見を表明

できる場を作り、反映する。児

童館内に意見箱の設置や児

童館事業の実施。大人との懇

談会等を開催する。 

児童青少年課／意見箱を

各児童館に設置。意見箱投

書数208通 

意見箱に投書された意見に

ついては、子どもたちに周知し

た上で、職員が検討の上、事

業に反映するよう取り組ん

だ。 

企画段階から子ども会議を開

催し、子どもの意見を取り入

れて、児童館四館合同事業

「じど うかんフ ェスティバル

2013」を実施した。 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／投書数 

指導室   指導室／教員、保護者、地

域に向けた発表会の中で、

中学校生徒会による意見交

換会を行った。 

指導室／継続 指導室／参

加人数、質

問件数 

その他関係各

課 

     

２ 

子どもの公共施設の

利用 

公民館 

 

子ども 公民館、体育館等、子どもだ

けでも利用できる公共施設の

充実を図る。 

公民館／東分館（団体利

用室）本町分館（元図書

室）貫井南分館（元図書

室）上記以外の施設利用に

ついては、小学生：親の承

諾書および保護者1人同

伴、中学生：親の承諾書が

必要 

公民館／継続 公民館／実

施施設数 

生涯学習課   生涯学習課／総合体育館・

栗山公園健康運動センター 

中学生以下37,578人 

生涯学習課／継

続 

生涯学習課

／参加人数 
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③子どもへの虐待や犯罪を防止します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

虐待対応事業 子育て支援課 子どもと

保護者、

関係機

関 

子どもを虐待から守るため、児

童相談所や民生・児童委員、

警察署、その他関係機関との

ネットワークを強化し、関係改

善が必要な親子へのサポート

などを行う。緊急の事例に関し

ては、児童相談所と協議し、

一時保護につなげる。 

子ども家庭支援センターを中

核機関として連携を実施 

相談件数1,281件（前年

度継続指導件数、虐待疑い

を含む） 

要保護児童対策地域協議

会を設置し、他機関とのネッ

トワークを構築、連携強化を

継続して実施した。（代表

者会議1回、実務者会議4

回、ケース検討会36回） 

平成25年度より子ども家庭

支援センターの体制見直しを

実施、相談対応、ケースワー

クを行う職員2名増員し、相

談等情報の集中化等、体制

の強化を図った。 

推進 

調整機能の強化 

協議会の開

催回数 

２ 

虐待防止啓発事業 子育て支援課 子どもと

保護者、

市民など 

子どもが自分自身の心と身体

を守る方法を学ぶとともに、虐

待防止のマニュアル作成や早

期発見に向けたキャンペーン、

虐待を防ぐための相談を行う。 

子ども家庭支援センター、児

童相談所、関係機関と連

携、協力しながら継続して実

施。子ども虐待防止マニュア

ルを利用し関係機関と虐待

防止、早期発見の手法を共

有している。11月の児童虐

待防止啓発キャンペーンに併

せ、市報で虐待防止の広報

を行った。 

また、相談先としての子ども家

庭支援センター周知のため、

継続してカードを配布（母子

バックへの封入等）するととも

に、虐待通報窓口として市報

に毎号掲載している。 

継続 キャンペーンの

実施状況 
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３ 

子どもを犯罪から守

る防犯対策 

地域安全課 子ども ボランティアによる市内パトロー

ルなど、子どもが安心して過ご

せるまちづくりを行う。学校、保

育所や学童保育所などで防犯

対策に努める。 

地域安全課／平成25年刑

法犯認知件数 1,206件

（前年比65件減）。子ども

の安全確保方策として、こが

ねいし安全・安心あいさつ運

動（こきんちゃんあいさつ運

動）を推進し、運動の参加

者に缶バッチを1,139個支

給。防犯資機材支給は、延

べ9団体、195個の資機材を

支給。青色回転灯装備車

両16台を使用し、通常業務

を通して1,166回のパトロー

ルを実施。こがねい安全・安

心メールを78件配信。小金

井市安全・安心まちづくり協

議会を3回実施。 

地域安全課／充

実 

地域安全課

／犯罪件数

の減少 

保育課   保育課／非常通報装置を

各園に設置。民間保育所で

は、警備員の配置や防犯カメ

ラを設置している園もある。防

犯パトロールは未実施である

が、公用車で市内を移動す

る際は青色回転灯の装着を

励行した。 

保育課／継続 保育課・学

務課・児童

青少年課／

実施内容 

学務課   学務課／小学校新入学児

童・生徒に防犯ブザーを貸与

した。 

学務課／継続  

児童青少年課   児童青少年課／非常通報

装置・防犯グッズ（さすま

た）等を全児童館、学童保

育所に配置。また、職員を対

象としたさすまた講習会を実

施。 

各学童保育で降所時間が早

まる時期に地域での見守りを

依頼するチラシを配布。 

児童青少年課／

継続 

 

４ 

子どもを見守る家

（カンガルーのポケッ

ト） 

地域安全課、

指導室 

市民 登下校時への不審者に対する

一時的緊急避難所として「子ど

もを見守る家（カンガルーのポ

ケット）」の設置を促進する。 

1,326件の登録件数があっ

た。 

継続 登録者数 

５ 

セーフティー教室 指導室 小学生、

中学生 

薬物、インターネットを利用する

際に起きる被害、加害、不審

者対策等について学び、危険

回避・犯罪防止等の能力を育

成する。 

市内全小中学校（14校）

で警察や関係機関と連携し

たセーフティー教室、薬物乱

用防止教室、インターネット

被害等含んだ情報モラル教

育を実施した。 

継続 実施学級数 
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目標２ 子どものゆたかな体験と仲間づくりを支えます 

子どもはゆたかな体験や、子ども同士の遊びによって成長していきます。市では自然環境に恵まれた地域

性を最大限に生かし、自然とのふれあいや遊び空間として活用していきます。また、子どもが安心して集い、

ゆたかな交流ができる児童館や放課後子ども教室など、子どもの居場所と交流の場の充実に取り組んでい

きます。 

 

①自立を育む体験活動を応援します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

子どもの体験事業 公民館 子どもと

保護者 

「子ども体験講座」「学習体験

収穫」「わんぱく団活動」などを

行う。 

公民館本館／「子ども自然

体験クラブ」4回シリーズ、延

べ参加人数95人 

公民館緑分館／「共働夢農

園・親子コース」5回シリーズ、

延べ参加者数72人 

公民館緑分館／「イクメンパ

パのための親子クリスマスキャ

ンドル作り」1回、参加者数

19人、「親子deヨガ」1回、

参加者数20人 

公民館／継続 公民館／利

用者数 

生涯学習課   生涯学習課／清里山荘自

然体験教室年2回実施、夏

季参加者人数41人、冬季

34人 

生涯学習課／継

続 

生涯学習課

／参加人数 

経済課 

農業委員会 

  経済課・農業委員会／学童

収穫体験事業（市内小学

校 9校、参加児童 1,498

人） 

職場体験事業（市内中学

校２校、参加生徒７人） 

経済課・農業委

員会／継続 

経済課・農

業委員会／

参加生徒

数、児童数 

児童青少年課   児童青少年課／わんぱく団

活動（６日間） 

参加人数64人（累計参加

人数384人） 

中高生ボランティア人数22人 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／参加人

数 

２ 

各種スポーツ事業 生涯学習課 子どもと

保護者、

少年少

女スポー

ツ団体 

親や指導員も参加し、子どもと

の交流を図れるよう「少年少女

野球教室」「ジュニアサッカーフェ

スティバル」「親子体操教室」な

どを実施する。体育協会との連

携により、少年少女スポーツ団

体に対し、財政的支援を行う。 

少年少女野球教室  参加

者数152人（1回実施） 

ジュニアサッカーフェスティバル 

参加者108人（1回実施） 

親子体操教室  参加者数

135人（全16回）、アンケ

ートによる満足度：良 

その他「水泳教室」 72人

（全11回）、「なんでもやっ

てみようスポーツ教室」47人

（全8回）を実施 

11団体396人、団員交流

大運動会（参加者 608

人）や、運動適性テスト

（参加者278人）など年間

を通して活動を行っている 

継続 利用者数 
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３ 

図書館事業 図書館 子ども 貸し出しサービス、レファレンス

サービス（参考業務）、子ども

対象の各種事業（おはなし

会・工作の会・映画会）、ヤン

グアダルトサービス、学校図書

室との連携・援助・資料の収集

と組織化・他市図書館との相

互貸借、移動図書館の巡回を

行う。 

おはなし会／本館44回452

人、東分室7回145人、緑

分室22回644人 

（ボランティアとの協働実施

／本館3回49人、東分室1

回18組、緑分室22回644

人） 

おたのしみ会／本館2回49

人、東分室1回3人 

夏休み工作会／本館１回

13人 

学校、学級、ボランティア団

体への団体貸出 

小学生の1日図書館員（東

1回6人、緑1回10人） 

充実 利用者数 

４ 

土曜日における受入

れ事業 

児童青少年課 子ども 土曜日に、体育施設・図書

館・児童館・公民館などの公

共施設を子どもへ開放する。ま

た、子どもが参加できるさまざま

な事業を開催する。 

児童青少年課／土曜日来

館者数13,384人 

児童青少年課／

充実 
児童青少年

課／参加人

数 

公民館 公民館／ 

公民館東分館／「ひがし子ど

も囲碁教室」50回、延べ参

加人数700人 

公民館本館/「子ども自然体

験クラブ」4回シリーズ、延べ

参加人数95人 

公民館／継続 公民館／講

座数、参加

者数 

図書館 図書館／緑分室において月

1回土曜日のおはなし会を実

施 

（幼児の部）全10回・333

人 （小学生の部）全10

回・174人参加 

（幼児・小学生の部合同）

全2回、137人参加 

絵本の読み聞かせの他、手

袋人形、手遊び、人形劇、

科学工作、影絵芝居，素

話、パネルシアター等多岐に

わたる種類の演目を行った。 

図書館／充実 図書館／参

加者数 

生涯学習課 生涯学習課／ 

毎週土曜日実施 

総合体育館・栗山公園健康

運動センター プール無料開

放（9時～正午）2,092人 

土曜スポーツクラブを実施（9

時～正午）304人 

生涯学習課／継

続 

生涯学習課

／利用児童

数 

５ 

ボランティア活動への

参加 

児童青少年課 12歳～

18歳の

子ども 

中・高校生ボランティアの参加

を募る。また、ボランティア活動

に参加しやすい環境を整え、子

どもの参加意欲を高める。 

児童青少年課／中・高校生

ボランティア登録・参加者数

794人 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／登録・

参加者数 

指導室    指導室／継続 指導室／実

施内容 
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②子どもの居場所と交流の場を充実します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

児童館事業 児童青少年課 子どもと

保護者 

子どもの健全育成として、小学

生対象のグループ活動などのほ

か、中・高校生事業、子育て

支援、子育てグループの活動

支援などについて、開館時間の

延長も行い実施する。施設の

整備や新たな児童館設置を行

う。 

来館者数107,469人 

＜開館時間延長に伴う来館

者数＞ 

東児童館を除く3館におい

て、学校休業日を除く平日は

小学4年生以上の児童を対

象に、開館時間を午後5時

30分まで延長。 

本町、貫井南、緑児童館 

10,949人/193日 

東児童館（常時午後6時ま

で開館） 6,010人/281日 

四館合計16,959人 

整備・新設につい

ては財政状況等

を踏まえ運営方

法等含め今後の

検討課題 

来館者数 

小学生対象

事業の参加

者数 

開館時間 

２ 

移動児童館（わん

ぱく号） 

児童青少年課 子どもと

保護者 

児童館に遠い地域の子どもへ

の支援活動として、ボランティア

の協力も得て実施する。 

移動児童館「わんぱく号」参

加人数369人/8回（2月積

雪のため中止）、ボランティア

29人 

継続 参加人数 

３ 

校庭、公園等遊べる

場の整備等 

環境政策課 市民 子どもからお年よりまでの憩いの

場・交流の場、青少年が安心

して遊べる魅力ある場（小学

校の校庭開放、プレイパークな

ど）の確保と環境づくりを行う。 

環境政策課／公園の維持

管理を行うとともに、小長久

保公園を拡張整備。 

環境政策課／継

続 

環境政策課

／実施内容 

児童青少年課 児童青少年課／今後の子ど

もが安心して遊べる場としての

プレパーク等の検討を行った。 

児童青少年課／

実施 

児童青少年

課／実施内

容 

生涯学習課 生涯学習課／夏休みを除く

毎月土、日、祝祭日。年末・

年始の6日間を除く冬休み及

び春休み。午前午後をスポー

ツ団体に開放。ただし午後は

スポーツ団体と遊び場の併

用。 

遊び場開放開催回数延べ

529回 、 参加者数延 べ

6,976人。登録団体開放延

べ751回、参加者数延べ

58,066人。9校にて開放実

施 

生涯学習課／継

続 

生涯学習課

／参加人数

（登録団体

開放・遊び場

開放） 

４ 

放課後子どもプラン 生涯学習課 子ども 放課後や週末等に小学校の

余裕教室等を活用し、安全・

安心な子どもの活動拠点（居

場所）を設け、地域の方々の

参画を得て、子どもに勉強やス

ポーツ・文化活動、地域住民と

の交流活動等の機会を提供す

ることにより子どもが地域社会の

中で、心ゆたかで健やかに育ま

れる環境づくりを推進する。 

平成19年度から「放課後子

ども教室推進事業」として実

施。9小学校区、41事業、

参加者30,957人、実施回

数790回 

充実 参加人数 

実施回数 

 

 

 

 

  



 65 

 

 

目標３ 子どもを生み育てる家庭を支援します 

近年、家庭と地域、人と人の結びつきが薄くなり、子どもや親の孤立化が深刻な問題となっています。ま

た、価値観が多様化し、さらに、経済的な負担増加や社会環境の悪化などにより、子どもを生み育てること

に不安を感じる人も多くいます。 

これらの課題を解決するために、子育て関連情報の発信、子育ちや子育てに関する情報交換や相談ができ

る場、子育ての仲間づくりの場の充実により、子どもを生み育てるために必要な経済的・精神的負担の軽減

に努めます。また、妊娠・出産期、新生児期、乳幼児期を通じての母子の健康の確保に努め、特に、育てに

くさを感じる保護者に対しては丁寧に向き合い、子育てに寄り添う支援の充実を図っていきます。あわせ

て、次世代の子どもの心身の健康を見据えた保健対策に取り組んでいきます。 

子どもの育ちの権利を保障しながら、関係機関や市民と連携を図り、子育て家庭が身近な地域の中で安心

して生活でき、さらには子育ての喜びが感じられるよう、力を注ぎます。 

 

①経済的負担を軽減します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

愛育手当 子育て支援課 4歳、5

歳の子ど

もの保護

者 

市内に住み、保育園（子ども

のための保育・教育給付対象

外施設を除く）や幼稚園に入

園していない子ども（4歳、5

歳）を育てている保護者に手

当を支給する。 

受給者数52人 継続 受給者数 

２ 

私立幼稚園等保護

者助成 

保育課 私立幼

稚園へ通

う子どもの

保護者 

私立幼稚園等に在籍する子ど

もの保護者の負担軽減を図る

ため、助成を行う。また、市の

補助金の引き上げを検討す

る。 

18,061人／月 継続 申請者数 

３ 

保育室等保護者助

成 

保育課 3歳以下

の子ども

の保護者 

市内に住み、認証保育所、認

定こども園、保育室や家庭福

祉員に3歳以下の子どもを預け

ている保護者に助成金を交付

する。 

交付件数 

認証保育所2,503件 

保育室225件 

家庭福祉員311件 

認定こども園31件 

合計3,070件 

継続 保育室、家

庭福祉員、

認証保育

所、認定こど

も園の保育

料負担軽減

状況 

４ 

小金井市修学援助

（奨学資金） 

庶務課 高校生、

大学生な

ど 

成績優秀であるにもかかわら

ず、経済的理由により修学が

困難な高校生・大学生などに、

修学上必要な学資金を援助

する。 

受給者数・高校生等33人・

大学生等3人 

受給率：高校生等100％

（33人の応募に対し33人に

支給）大学生等30％（10

人の応募に対し3人に支

給） 

継続（奨学資金

運営委員会にて

順次見直し） 

受給者数 

受給率 

 

  

第３節 子育て家庭を支えます（基本的視点２） 
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②母子保健事業を充実します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

乳幼児健康診査 

①3～4か月児健康

診査 

②6～7か月児健康

診査 

③9～10か月児健

康診査 

④1歳6か月児健康

診査 

⑤3歳児健康診査 

健康課 3が月児

～3歳児

と保護者 

乳幼児の健康状態の確認、

病気の早期発見、乳幼児の

心身の健やかな成長と保護者

の育児支援を図るため、健康

診査（身体計測・医師の診

察・相談等）を行う。また、必

要に応じて経過観察健診など

を行う。 

①④⑤：毎月各2回集団健

診 

②③：個別健診 

対象者数・受診者数・受診

率 

① 1,110 人 ・ 1,069 人 ・

96.3％ 

④954人・906人・95.0％ 

⑤972人・926人・95.3％ 

対象者数･受診票受理数・

受診率 

② 1,110 人 ・ 992 人 ・

89.4％ 

③ 1,110 人 ・ 954 人 ・

85.9％ 

継続 受診率 

（健康状態

把握率

100％） 

２ 

乳幼児歯科保健指

導 

健康課 乳幼児と

保護者 

乳幼児のむし歯予防や、からだ

全体の健康づくりの一環とし

て、歯科保健指導、フッ化物の

塗布などを行う。 

①むし歯予防教室：40回、

222人実施 

②歯科健診診査：40回、

858人実施 

③歯科予防処置：70回、

628人実施 

3歳児健診時むし歯のない児

の割合＝90.0％ 

継続 

3歳児健康診査

時のむし歯のない

者の割合を90％

以上にする 

むし歯のない

者の割合 

３ 

両親学級 健康課 妊婦とパ

ートナー、

乳幼児と

保護者 

妊娠、出産、育児などに関し、

必要な知識の普及や情報の

提供、さらに親同士の交流や

仲間づくりなど支援を行うため、

妊婦とそのパートナーを対象とし

た教室・乳幼児と保護者を対

象とした教室を開催する。 

健康課／母性科 

平日3日コース：4回、受講

者延人数139人 

土曜2日コース：6回、受講

者延人数484人 

健康課／継続 健康課／参

加人数 

子育て支援課 子育て支援課／育児科 

エンジェル教室（2日コー

ス）：年12回、受講者延

人数603人 

カ ル ガ モ教室（ 3日コー

ス）：年4回、受講者延人

数150人 

子育て支援課／

継続 

子育て支援

課／参加人

数 

４ 

母子保健健康相談

事業 

①乳幼児保健相談 

②乳幼児健康相談 

③出張健康相談 

健康課 乳幼児と

保護者 

育児不安の解消を図るため、

保健師等に気軽に相談できる

場を確保し、育児支援を行う。 

①貫井南センター：年12

回、利用延数331件、東セ

ンター：年12回、利用延数

443件 

②保健センター：48回実

施、利用延数874件 

③婦人会館：10回実施、

利用延数351件、福祉会

館：10回実施、利用延数

272件 

継続 利用者数 
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５ 

予防接種事業 健康課 子どもと

保護者 

各種予防接種に関する正しい

知識の普及・啓発に努めるとと

もに、感染性の病気の発生や

まん延を防ぐため、法令に基づ

き定期予防接種を行う。 

接種人数・接種率／ 

三 種 混 合 ： 984 人 

24.1％ 

四 種 混 合 ： 3,580 人 

84.0％ 

二 種 混 合 ： 487 人 

50.5％ 

麻しん風しん 

（ 第 Ⅰ 期 ） 988 人 

97.5％ 

（ 第 Ⅱ 期 ） 746 人 

81.9％ 

日 本 脳 炎 ： 3,037 人 

81.5％ 

不活化ポリオ： 1,140人 

27.5％ 

ＢＣＧ：878人 82.1％ 

ヒブ：4,332人 102.4％ 

小児用肺炎球菌：4,177

人 98.8％ 

子 宮 頸 が ん ： 109 人 

21.8％ 

継続 接種率 

６ 

栄養個別相談・ 

栄養集団指導 

健康課 子どもと

保護者 

離乳食やアレルギー食、食生

活等の子どもの成長に関する

食の悩みについて、栄養士との

相談の場を提供する。また、食

に興味を持ち、つくる楽しさ、食

べる楽しさを意識してもらうた

め、親子で作れる料理の紹介

をする。 

栄養個別相談利用者延

数：951人 

栄養集団指導参加者延

数：2,922人 

（健診時の個別相談・集団

指導等含む） 

継続 個別相談：

利用者数 
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７ 

子どもへの食育の推

進 

健康課 子どもと

保護者 

子どもの発達段階に応じた食に

関する情報提供など、地域、

学校、子ども関係機関、事業

者など、幅広い分野において食

育に関する取組を行う。また、

食育推進会議や食育推進検

討委員会を開催し、事業の円

滑な推進を実施する。 

健康課／ 

①マタニティクッキング 4回・

51人 

②離乳食教室 12回・189

人 

③乳幼児食育メール 月1回

以上配信・952人 

④こどもクッキング 4回・72人 

⑤栄養講習会（親子クッキ

ング教室） 1回・20人 

健康課／継続 参加人数 

活動内容 

保育課 保育課／ 

保育所において、食育計画

や年間行事計画を作成し、

季節に応じた食育事業を実

施。また、毎月「給食だより」

により、啓発を行った。 

保育課／継続 

児童青少年課 児童青少年課／ 

食事や栄養をテーマにした子

育て相談会参加人数393人 

乳幼児食事会参加人数

2,435人 

料理教室参加人数4,407

人 

児童青少年課／

継続 

指導室 指導室／全小中学校で食

育年間指導計画を作成し、

食育の推進に取り組んだ。 

指導室／継続 

学務課 学務課／ 

①地場野菜を献立に取り入

れた給食を全校で実施。また

地場野菜を教材として授業を

実施し知識を深めた。また生

活科、家庭科の授業とも連

動し食材の栄養価やバランス

の良い献立等について学習し

実際の献立に反映させるなど

の工夫を行った。 

②給食だよりで栄養価や望ま

しい食生活等について周知し

児童、生徒への啓発を行っ

た。 

学務課／継続 

８ 

小児医療の充実 健康課 子どもと

保護者 

小児救急医療を確保し、充実

を図る。また、休日準夜間診

療の体制を維持する。 

小金井市民の武蔵野赤十

字病院小児科受診患者延

数１,２４４人 

継続 受診者数 

９ 

子育て中の保護者

グループ相談 

子育て支援課 子どもと

保護者 

育児に強い不安や困難を感じ

ている保護者を対象に、子育

てや自分についての思いを話し

たり、必要な情報や支援を見

つける場を関係機関と連携し、

提供する。また、育児に関する

日ごろの悩み相談や市内情報

の交換を必要とする保護者の

継続支援を行う。 

育児不安親支援事業ひだま

り：年12回、参加者67名 

お母さんグループ：年20回、

参加者129名 

継続 開催回数 

参加人数 

10 

育児に困難を持つ家

庭への支援 

健康課 子どもと

保護者 

未熟児、多胎児、病気を持つ

子どもと保護者が、よりよい情

報や手段が得られることで、育

児の困難さを軽減できるよう

に、家庭訪問などの継続的な

個別相談や、親子同士が交

流できる場を提供する。 

未熟児（病児を含む）、多

胎児に対する新生児訪問実

数29件 

個別継続支援実施延べ数

136件 

継続 訪問数 

支援件数 
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11 

薬物乱用防止の普

及啓発 

健康課 市民 地域の関係機関との連携や支

援により、思春期の子どもに対

する啓発を行う。 

東京都薬物乱用防止小金

井地区推進協議会が行う啓

発事業（市民まつりでの中

学生ボランティアによる薬物乱

用防止啓発イベント、市内中

学生に対する薬物乱用防止

ポスター・標語の募集等）を

支援し、知識の普及、啓発を

図った。 

継続 実施内容 

 

③子育ちや子育てに関する相談、情報提供、学習機会を充実させ、支援を強めます 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

子育て情報の提供 子育て支援課 保護者 市報やホームページの活用、子

育てサークルや保育所、幼稚

園などの施設状況や各種情報

等を掲載した冊子を発行し、

子育て情報の提供を行う。 

子育て支援情報として、ホー

ムページに各種手当、医療

費助成、一時保育、子どもシ

ョートステイ、育児支援ヘルパ

ー、子ども家庭支援センター

で行う育児講座・教室などを

随時掲載。また、市報へも適

宜掲載した。平成25年1月

にのびのびこがねいっ子の掲

載情報 を更新 し た 上 で

4,000部増刷、引き続き母

子バックへ封入するとともに、

子ども家庭支援センター等で

配布 

継続 市報、ＨＰ

の掲載内

容、情報誌

の発行状況 

２ 

子ども家庭支援セン

ター（ゆりかご）事

業 

子育て支援課 子どもと

保護者 

親子が自由に遊ぶ場を提供

し、職員が支援をすることにより

親子の交流を促進する。子育

てに関わる情報の提供や情報

交換を行う活動の拠点、母親

の自主活動を支援し子育てグ

ループの指導者育成、ボランテ

ィア活動に関する情報収集や

情報提供などを行う。 

親子遊びひろば利用者数

25,201人 

子ども家庭支援センター（ゆ

りかご）ホームページアクセス

数27,838件 

ボランティア登録数67人 

親子の交流と仲

間作り支援 

利用人数 

ボランティア登

録数 

ホームページ

アクセス数 

３ 

子育て施設の地域

支援事業 

保育課 子どもと

保護者 

保育所での電話相談や園庭

開放、園行事への参加など地

域の子育て支援を行う。また、

学童保育所では空き時間を利

用して実施する。 

保育課／相談件数485件

（公立） 

園庭開放は週1、2回程度

実施 

保育課／継続 保育課／相

談件数 

児童青少年課 児童青少年課／学童保育

所を利用した子育てひろば事

業（学童ひろば）実施回数

106回（1,998人参加） 

児童青少年課／

継続・実施 

児童青少年

課／実施回

数、参加者

数 

４ 

子育て総合相談 子育て支援課 子どもと

保護者 

子ども家庭支援センターを窓口

とした、子どもや子育てに関する

総合相談、情報提供。特別

支援教育と連携し、発達障が

い支援や子育て支援ネットワー

クづくりに繋げる。 

相談件数2,923件 

平成22年度作成の子育て

ＳＯＳカードを引続き配布し

た。 

継続・検討 相談件数 

５ 

民生委員・児童委

員の活動 

地域福祉課 子どもと

保護者、

妊婦など 

子どもや妊産婦、ひとり親家庭

などの総合相談、利用できる

制度や施設、サービスの紹介。

判断、治療､処遇を必要とする

問題については、関係機関との

連携を図りながら速やかな対応

を行う。 

民生委員・児童委員及び主

任児童委員計67名が地域

で活動し、地域の方の相談に

乗っている。 

子 ど も関係相談件数： 

650件 

継続 活動件数 
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６ 

思春期相談 子育て支援課 子ども 思春期の子どもからの相談に

応じ、関係機関と連携を取りな

がら支援へつなげていく。 

子育て支援課／子ども家庭

支援センターの子育て相談で

子どもからの相談を受付 

子育て支援課／

継続 

相談件数 

児童青少年課 児童青少年課／東児童館

で専門相談員による思春期

相談を実施 

思春期相談件数25件/12

回 

児童青少年課／

継続 

指導室 指導室／ 

小中学校にスクールカウンセラ

ーを配置し、7,574件の相談

に対応した。 

教育相談所で279件の相談

に対応した。 

小中学校スクールソーシャル

ワーカーを派遣し、850件の

相談に対応した。 

指導室／継続 

７ 

子育ての仲間づくり

事業 

子育て支援課 就学前の

子どもと

保護者 

孤立化を防ぎ、仲間づくりを促

進するため、親子のふれあい、

親同士、子ども同士の交流を

促進する。 

子育て支援課／子ども家庭

支援センター(ゆりかご)事業

利用人数25,201人 

お楽しみ時間、ゆりかごカフェ

等実施 

子育て支援課／

継続 

子育て支援

課／利用人

数 

児童青少年課 児童青少年課／ 

幼児グループ実施回数308

回（12,484人参加） 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／実施回

数、参加者

数 

８ 

子育て講座の開催 子育て支援課 子どもと

保護者、

妊婦とパ

ートナー 

妊娠、出産から思春期の家庭

教育まで、ライフステージに応じ

た子育てなどに関する知識の普

及や情報提供、保護者同士

の交流や仲間づくりなどを行う。 

子育て支援課／0歳の集ま

り：参加者188人、1歳児の

親のグループワーク：参加者

152人、助産師ミニ講座：

年3回 参加者45人、父親

講座：年2回  参加者27

人、フォローアップ講座：年1

回 13人受講 

子育て支援課／

継続 

利用人数 

参加人数 

児童青少年課 児童青少年課／乳幼児活

動（子育てひろば事業）に

おいて実施 

乳幼児講座・おはなし会・子

育 て 相 談 会 等  98 回

（3,200人参加） 

児童青少年課／

継続 

生涯学習課 生涯学習課／ 

思春期子育て講座 市立小

中学校14校で1回ずつ合計

14回実施、558人参加 

家庭教育学級  市立各小

中学校全14校で1回ずつ合

計14回実施、2,770人参

加 

生涯学習課／継

続 
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④子育てしやすい職場環境を目指して、情報提供と支援に取り組みます 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

雇用・再就職にかか

わる支援事業の広

報 

経済課 市民 子育てをしながら早期の就職を

希望する方に、関係機関の作

成するパンフレットなどの配布に

務める。また、「こがねい仕事ネ

ット」を通じ市内外の求人と就

労に関する情報提供をする。 

窓口でのチラシ掲出による周

知 

「こがねい仕事ネット」による情

報提供 

継続 実施内容 

２ 

再就職の支援 経済課 市民 子育てなどで仕事をやめた男女

の再就職支援をするための各

種技術技能講習会、心の相

談、就労相談など専門カウンセ

ラーのいる関係機関の紹介、セ

ミナーの案内等を行い、年2回

労働講座を開催し、各種労働

情報等関係機関の作成するパ

ンフレットなどの配布に務める。

また「こがねい仕事ネット」を通

じ市内外の求人と就労に関す

る情報の提供をする。 

「ブラックな働き方をしないため

に！～会社選びのコツや労

働基準法を学びます～」及び

「”労働者の使い捨て”が疑わ

れる企業の問題事例と対応

ポイント」を各１回開催。 

「こがねい仕事ネット」で求人

情報及びセミナー等情報の

提供を行った。 

継続 実施内容 

 

目標４ 子育ち、子育てに困難を抱える家庭を支援します 

子育ち、子育てに困難を抱える家庭の場合、課題の解決に追われ、自ら手助けを求めにくい

状況が生まれています。当事者の声をていねいに聞き、個々の家庭の状況に応じて、きめ細か

な配慮と十分な支援が受けられるように努めます。特に一人ひとりの子どもの特徴に沿った発

達を支援するために、子どもの障害や特別ニーズの早期発見・早期対応を図り、発達支援の充

実に向けたネットワークをさらに充実していきます。 

 

①ひとり親家庭を支援します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

ひとり親家庭へのホ

ームヘルプサービス派

遣 

子育て支援課 ひとり親

家庭 

義務教育修了前の子どもがい

るひとり親家庭で、家事または

育児などの日常生活に支障が

ある場合、ホームヘルパーを派

遣する。 

5世帯（うち父子世帯0世

帯） 

生活の改善 

子育ち支援 

利用世帯数 

２ 

ひとり親家庭の相談

事業 

子育て支援課 ひとり親

家庭 

母子・父子自立支援員を配置

し、経済上や生活一般に関す

る相談や自立に必要な指導を

行う。 

5,099件（うち父子11件） ひとり親家庭の自

立 

生活の改善 

相談件数 

３ 

母子生活支援施設

への入所支援 

子育て支援課 母子家

庭 

児童（18歳未満）の養育が

十分にできない母子家庭に対

し、経済的事情にかかわらず、

母子生活支援施設への入所

支援を行う。 

入所世帯数延べ42世帯 生活の改善 

子育ち支援 

入所世帯数 
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４ 

ひとり親家庭を対象

とした自立支援給付

金支給事業 

子育て支援課 ひとり親

家庭 

ひとり親家庭の母又は父が就

職する際に有利な資格の取得

を推進するため、給付金を支

給し経済的負担の軽減を図

る。 

母子家庭及び父子家庭自

立支援教育訓練給付金 

支給実績なし 

母子家庭及び父子家庭高

等職業訓練給付金  支給

件数3件 

ひとり親家庭の自

立 

生活の改善 

支給件数 

５ 

母子・父子自立支

援プログラム策定事

業 

子育て支援課 ひとり親

家庭 

児童扶養手当受給者等に対

し自立・就労支援を実施する

ため、自立支援プログラム策定

を行い、就労を促進する。ま

た、就労支援セミナーを開催

し、母子家庭の母の就労とキャ

リアアップに役立てる。 

相談件数17件、申込件数

15件、就労決定数11件

（内訳：正社員2人、契約

社員3人、パート6人） 

就労支援セミナー（2日間開

催）延参加者数10人 

ひとり親家庭の自

立 

生活の改善 

プログラム策

定件数 

セミナー参加

者数、参加

者アンケート 

 

②障がいや特別な配慮が必要な子どもと家庭を支援します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

障がいの早期発見

(乳幼児健康診査) 

健康課 子ども 各種の乳幼児健康診査や保

健相談等の中で障がいを早期

発見し、その障がいにあった適

切な支援を行う。 

経過観察健康診査： 

（年12回）延人数122人 

発達健康診査： 

（年12回）延人数21人 

心理経過観察健康診査

（個別・集団）：1歳6か月 

（個別年36回）延人数

181人（集団年12回）延

人数126人 

3歳児（個別12回）延人

数126人（集団年12回）

延人数77人 

継続 実施回数 

２ 

児童育成手当（障

害） 

子育て支援課 障がいの

ある20歳

未満の子

どもの保

護者など 

障がいのある20歳未満の子ど

ものいる保護者などに手当を支

給する。 

年3回支給（4カ月分） 

障害手当対象児童数51人 

障害・育成手当対象児童数

9人 

継続 対象児童数 

３ 

小中学校特別支援

学級 

指導室 障がいの

ある子ど

も 

知的障がいや情緒障がい等、

難聴・言語障がいのある子ども

のため、特別支援教育の環境

整備を行う。 

中学校に情緒固定学級を開

設した。 

特別支援教育支援員を1名

増員した。 

拡充 個々の障が

いに応じた指

導 

４ 

認可保育所での障

がい児保育 

保育課 障がいの

ある子ど

も 

公立保育所および民間保育

所の全園で受け入れ可能な障

がい児の保育を行う。 

公立保育園21人 

民間保育園15人 

拡充を検討 入所数 

５ 

学童保育所での障

がい児保育 

児童青少年課 障がいの

ある子ど

も 

学童保育所全所で受け入れ

可能な障がい児の保育を行

う。 

10ｹ所21人 

入所希望に対応するため、

弾力的な運用をして定員を

超えた入所をしている所もあ

る。 

継続 入所数 

６ 

障がい児の緊急・一

時預かり 

保育課 障がいの

ある子ど

も 

保護者の病気などで障がいの

ある子どもの保育を必要とした

場合、一時預かりを行う。 

未実施 検討  

７ 

児童発達支援センタ

ー事業 

自立生活支援

課 

発達に心

配のある

子どもと

保護者 

心身の発達に特別な配慮が必

要な子どもとその家族に対して、

ひとりひとりの子どもの特徴に沿っ

た発達を支援するため、児童発

達支援センター「きらり」で必要な

相談、指導及び訓練等を実施

する。また、子育て関係機関へ

の巡回指導を検討する。 

相談支援事業  一般相談

239件、専門相談227件 

親子通園事業 41回、14

人 

外来訓練事業 397回、33

人 

充実 相談件数 

親子通園 

外来訓練利

用者数 
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③外国籍の子どもと家庭を支援します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

各国の言語による情

報提供 

広報秘書課 外国籍の

子どもと

保護者 

外国語によるガイドブック、ハン

ドブック等の作成や生活に関す

る情報の提供を行う。市や教

育委員会などのホームページで

も提供する。 

広報秘書課／平成22年度

に作成した「外国人ガイドブッ

ク」（2011年版）を、外国

人希望者に配布 

広報秘書課／継

続 

広報秘書課

／部数 

学務課 学務課／引き続き、編入学

等について英語によるホーム

ページで情報の提供を行った 

学務課／充実 学務課／実

施内容 

ごみ対策課 ごみ対策課／ごみ・リサイクル

カレンダー内に英語、中国

語、朝鮮語での説明を掲

載。85,000部を作成し、市

内全戸配布を行った。 

ごみ対策課／継

続 

ごみ対策課

／部数 

その他関係各

課 

   

２ 

日本語指導補助員

の派遣業務 

指導室 外国籍の

子どもと

保護者 

外国籍の児童・生徒に対して、

日常生活および学習指導を円

滑に営めるように、日本語指導

補助員を派遣する。 

13人の児童・生徒が日本語

指導補助員の指導を受け

た。 

継続 利用者数 

３ 

外国人相談 広報秘書課 外国籍の

子どもと

保護者 

市内に住む外国人の相談や情

報提供に関し、英語などの公

用語を話せる相談員を配置す

る。 

２件 月1回の相談開

催、ＰＲ等を継

続 

相談件数 

４ 

各国の言語による本

の整備 

図書館 外国籍の

子どもと

保護者 

子どもの絵本を中心にした外国

語書籍の充実を図る。 

英語815冊、中国語14冊、

ハングル17冊、その他36冊 

充実 書籍数 

 

④家庭での子育ち、子育てが困難な場合にきめ細やかな支援をします 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

見守りサポート事業 子育て支援課 子どもと

保護者 

児童相談所と連携し、軽度の

児童虐待が認められるが在宅

での指導が適切と判断される

家庭及び児童相談所が一時

保護又は施設措置などを行っ

た児童が家庭復帰した後の家

庭への適切な支援を行う。 

支援対象世帯なし 継続 支援件数

（児童相談

所からの依頼

件数） 

２ 

里親制度の紹介と

周知 
子育て支援課 子どもと

保護者 

保護者がいないか、保護者が

いても養育できない子どもを家

庭的雰囲気の中で育てる制

度。制度の周知を図る。 

養育家庭体験発表会（児

童相談所と共催）年1回 

東京都と協力し

て周知に努める。 

出席者数 
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目標５ 地域の子育ち環境を整えます 

子ども同士や親、地域の大人との出会いが、安心と信頼に満ちていることによって、子どもは健やかに育

ちます。子どもと大人がお互いの個性と人格を尊重し成長できるような、学びの場をつくります。また、障

害のある子どもを含め一人ひとりの生きる力を育み、可能性や個性を伸ばす教育を推進し、子どもの悩みや

問題に対しての支援に努めます。そして、子どもを地域ぐるみのネットワークで支えていきます。 

子どもがのびのびと遊び、子どもを連れた大人が安心して出歩くことができるように、公共施設や遊び

場、道路環境の整備に努めます。また、子どもに安心できる環境をつくるとともに、誰もが安心してゆたか

に暮らすことのできる「ユニバーサルデザインのまちづくり」を進め、貴重な自然環境を次世代の子どもに

引き継ぐために、参加型の取組をすすめていきます。 

 

①子どもが安心して学べる環境をつくります 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

適応指導教室運営

事業（もくせい教

室） 

指導室 小学生、

中学生 

心理的要因等により登校でき

ない児童・生徒に対し、実態に

応じて個別、集団などの方法に

より適切な指導・援助を行う。 

15人の児童・生徒が適応指

導教室で学習等に取り組ん

だ。 

継続 入所人数 

２ 

スクールカウンセラー

の配置 

指導室 小学生、

中学生 

悩みなどを気楽に話し、心にゆ

とりを持てるような環境を提供

するために、各小中学校にスク

ールカウンセラーを配置する。 

小中学校にスクールカウンセラ

ーを配置し、相談業務に取り

組んだ。 

  各 小 学 校  週 3 日 

（都・市ＳＣ）  

  各 中 学 校  週 2 日 

（都・市ＳＣ）  

  相談件数  小中学校 

7,574件 

継続 相談件数 

３ 

スクールソーシャルワ

ーカーの派遣 

指導室 小学生、

中学生 

いじめ、不登校や虐待が疑わ

れる児童・生徒及び問題行動

傾向のある児童・生徒等への

指導充実を図るため、専門的

な資格を持つスクールソーシャ

ルワーカーを派遣し、家庭や関

係機関との連絡調整を行う。 

小中学校にスクールソーシャ

ルワーカーを派遣し、相談、

連携業務に取り組んだ。 

  小・中学校 週2日×2名 

  相談件数 850件 

継続 派遣状況 

４ 

教育相談事業 指導室 子ども 専門相談員による教育相談を

実施し、各校の教育相談担当

教諭と連携しながら、子どもが

抱える様々な問題（虐待やい

じめなど）に対応する。また、子

ども自身が電話やインターネット

で相談できる体制を作る。 

小金井市教育相談所で専

門相談員による教育相談を

実施した。 

 来所相談 1,524件 

 電話相談   26件 

 メール相談   5件 

継続 相談件数 

  

第４節 次世代につながる地域の子育ち、子育て環境

を整えます（基本的視点３） 
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５ 

いじめ・不登校の対

策システム 

指導室 子ども いじめや虐待、非行、不登校

など何か問題に遭遇した子ども

を早期に発見し、保護者を支

援しながらその原因を取り除

き、楽しく学校に通えるようなシ

ステムを作る。また、いじめや不

登校等が起こらないような教育

や環境づくりを行うために、地域

ぐるみの支援ネットワークで支え

る。 

指導室／ 

「いじめのないまち小金井宣

言」に基づき、学校、家庭、

地域が連携し、いじめの防止

等の活動に取り組んだ。 

全小中学校（14校）で年

3回、いじめ、不登校等の状

況についての実態調査を行っ

た。 

小金井市健全育成推進協

議会で子どもの健全育成につ

いて意見交換を行った。 

指導室／継続 実施内容 

地域福祉課 地域福祉課／ 

学校と民生・児童委員の連

携を図るための学校訪問事

業 訪問学校数 14校 

民生・児童委員、小平児童

相談所、教育機関、子ども

家庭支援センターと共に地域

の児童問題について協議する

地区連絡協議会の開催 １

回 

子ども会と民生・児童委員に

よる情報交換会 4回。 

地域福祉課／継

続 

子育て支援課 子育て支援課／要保護児

童対策地域協議会での情報

交換と支援を継続して行っ

た。 

子育て支援課／

継続 

６ 

学校図書館活動 指導室 小学生、

中学生 

小中学校図書館に学校図書

館補助員を配置し、図書の整

理、貸し出し、検索照会サービ

ス、読書指導などを行うことによ

り学校図書館活動の充実を図

る。 

全小中学校（14校）で週

2日（1日5時間） 配置し

た。 

継続 補助員の配

置状況 

７ 

国際性を育む教育 指導室 小学生、

中学生 

外国人英語指導助手の導入

による外国語教育、外国文化

との交流、国際理解教育を行

う。また、地域の大学や居住す

る外国人との交流を図る。 

小学校、中学校で外国人英

語指導助手（ＡＬＴ）を

活用した授業に取り組んだ。 

 小学校：1学級あたり年間

25時間 

 中学校：1学校あたり年間

30日  

 特別支援学級 年間6時

間  

継続 実施時間数 

８ 

特別支援教育 指導室 小学生、

中学生 

発達障がいがあり、集団生活

に適応しにくい子どもが、在籍

校や特別支援学級で適切な

指導を受けることで、周りの子ど

もたちとの良好な関係が築ける

よう支援する。 

年8回の教員研修会を実施

した。 

年10回の特別支援学級推

進委員を実施した。 

年45回の巡回相談を実施し

た。 

継続 実施回数 
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９ 

はけの森美術館教

育普及活動 

コミュニティ文化

課 

小学生、

中学生 

はけの森美術館の教育普及

活動として、ワークショップ、鑑

賞教育、学校への出前授業な

どを通し、子どもが美術を中心

とする芸術活動に出会い、体

験し、ゆたかな感性を育むこと

に努める。 

ワークショップ８回（コラージ

ュ、クラフト、展示作品の仕組

みを知る、水彩画等） 

ギャラリートーク2回 

じっくり眺めてスケッチ曜日

（模写の許可日）2回 

親子で美術館をたのしもう「お

はなしのへや」3回 

市立小学校4年生の鑑賞教

室９校 

多摩島しょ広域連携活動助

成事業「タマのカーニヴァル」と

連携したワークショップ  はけ

の森美術ワークショップ夏、冬 

通年ワークショップ8回 

小学校4年生を

主とした対象とし

て、教育普及を

積極的に進めて

いる。 

実施内容 

 

②子どもが地域の一員となるための学習と交流の場をつくります 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

異年齢交流 子育て支援課 市民 小・中・高校生が乳幼児とのふ

れあいを通じて、社会体験学

習と育児感覚を身につけたり、

子どもが地域の親、高齢者と

交流できる場を設ける。 

子育て支援課／子ども家庭

支援センター（ゆりかご）で

実施 

異世代交流会 １回 親31

人、子15人 

中学生職場体験 40人 

高校生奉仕体験活動 24

人 

子育て支援課／

継続 

子育て支援

課／参加人

数 

保育課 保育課／保育所で小中高

生の職場体験、ボランティアを

受け入れた。 

保育課／継続 保育課／受

け入れ人数 

児童青少年課 児童青少年課／保育ボラン

ティアとして、乳幼児とのふれ

あい事業を実施 119人/95

回 

「乳幼児のつどい」 44人/44

回 

「幼児グループ」 34人/32

回 

「小・中・高校生と赤ちゃんの

異世代交流事業」 16人/6

回 

「赤ちゃんとあそぼう」9人/2回 

「赤ちゃんボランティア」12人

/7回 

「乳幼児水遊びボランティア」

4人/4回 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／参加人

数 

２ 

中高生の居場所づく

り 

児童青少年課 12歳～

18歳の

子ども 

中高生の居場所として、自由

に話したり、楽器を演奏したり

することができるように努める。 

中・高校生世代のための夜

間開館事業を東児童館及び

貫井南児童館で実施 

東児童館 578人/48回 

貫井南児童館 226人/24

回 

バンド室利用（貫井南児童

館） 1,119人バンドスクー

ル 20人/5回 

児童青少年課／

継続 

児童青少年

課／参加人

数 

公民館  公民館／継続 公民館／参

加人数 

その他関係各

課 
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３ 

市民まつり、子ども週

間行事などの健全育

成活動 

児童青少年課 子どもと

保護者 

市民まつりや子ども週間行事を

通じて、地域住民や各種団体

の協力を得ながら、子どもに健

全な遊び場を設け、子どもの創

意工夫による活動を実施す

る。 

市民まつり参加人数2,384

人 

子ども週間行事参加人数

2,764人 

継続 参加人数 

４ 

地域諸団体への活

動支援 

児童青少年課 地域諸

団体 

青少年健全育成地区委員会

や子ども会などの地域諸団体

に対し、活動支援を行う。 

補助金交付事業実施 継続 実施内容 

 

③子育ち、子育てしやすい生活環境等を整備します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

ユニバーサルデザイン

のまちづくり 

交通対策課 市民 ベビーカーや車イスがゆったりと

通ることができ、子どもが安全、

快適に生活できるまちづくりを

行うことによって、誰もがゆたか

に暮らし「心のバリアフリー」が実

現できるまちづくりを行う。 

交通対策課／放置自転車

の撤去作業を毎日実施（撤

去回数249回、撤去台数

5,084台） 

交通対策課／継

続 

交通対策課

／放置自転

車の減少 

自立生活支援

課 

自立生活支援課／太陽のひ

ろば参加者数77人 

自立生活支援課

／推進 

自立生活支

援課／活動

数 

ごみ対策課 ごみ対策課／路上喫煙マナ

ーアップキャンペーン 年8回 

ごみ対策課／継

続 

ごみ対策課

／実施回数 

まちづくり推進

課 

まちづくり推進課／特定事業

計画の進捗状況を確認し

た。 

まちづくり推進課

／継続 

 

２ 

子どもにやさしい自然

環境の整備 
環境政策課 

 

子ども 国分寺崖線（はけ）のみどり

や湧水などの自然環境の保全

のため、意識啓発を図るととも

に、みどりを増やし、みどりゆたか

で快適なまちづくりを行う。 

環境政策課／次年度にかけ

て寄附地を緑地として整備

中であり、みどりの保全をすす

めている。入学記念樹配布。 

環境政策課／充

実 
実施内容 

３ 

幹線道路の整備 都市計画課 市民 すべての人々が安全で快適な

生活が営めるように、歩道空間

や道路の整備を行う。 

まちづくり側道（小鉄中付１

号線）について、道路新設の

た め に 用 地 （ 1,446.89

㎡）を取得した。 

都市計画道路3・4・14号線

（小金井街道）について、

道路拡幅の た め に用地

（14.86㎡）を取得した。 

都市計画道路整

備事業の推進 

整備率 

４ 

子どもが通る道の安

全確保 

交通対策課 子ども 子どもが安全に過ごせるよう、

学区域にとらわれず、通学路

周辺の安全確保を行う。 

市内の市立小学校全9校に

ついて通学路点検を継続実

施 

継続 実施内容 

５ 

交通安全教育の推

進 
交通対策課 市民 交通ルールの遵守と正しい交

通マナーの実践を推進し、交

通事故防止を図る。 

交通対策課／交通安全運

動期間時において、交通ルー

ルを守ること等の広報及び東

中、緑中において、スタントマ

ンを活用した自転車交通安

全教育を実施 

継続 実施内容 

 

指導室 子ども 指導室／全小学校（9校）

が警察署等と連携し、交通

安全教育を推進した。 
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④地域から緑と環境を守ります 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

環境問題の意識向

上や環境学習 

 

環境政策課 子ども 環境政策課／環境行事として

小金井市環境市民会議と共

催で、環境フォーラムを開催す

る。 

環境政策課／「環境フォーラ

ム2014 みず・みどり・いきも

の・ひと～住み続けたいまち小

金井～」3月19日（水）～

22日（土）実施 

環境政策課／継

続 

実施内容 

庶務課 庶務課／学校における緑化の

推進や自然エネルギーの導入

を進め、環境保全の意識向上

を図る。 

庶務課／ 

校庭の芝生化 5校 

太陽光パネル屋上設置 1校

ソーラー式外灯 2校 

庶務課／充実 

２ 

発生抑制を最優先

とした３Ｒ（発生抑

制、再使用、再生

利用）の推進に向

けた啓発事業 

ごみ対策課 市民 ３Ｒ推進に向けた広報媒体の

作成、ごみ減量啓発キャンペー

ン及び出張講座などを行う。 

ごみ減量キャンペーン年11回 

環境教育のツールとして「ごみ

減量啓発かるた」を作成。市

内小中学校や保育園、児童

館等に配布し、ごみ減量啓

発に活用。 

市内小中学校児童・生徒等

に対し施設見学を実施。更

に、出張講座（年13回実

施）にてＤＶＤの上映及び

冊子等資料配布を行った。 

ごみ減量キャンペ

ーン、出張講座 

回数 

 

目標６ 地域の子育て環境を整えます 

子どもが多様な市民と交流し、他の人とつながり支え合うことによって、子どもと大人による新たな地域

づくりに結びつくように、公共施設を中心とした活動の場をつくります。そして、子育て家庭がつながって

いけるようなネットワークづくりと、広く地域の支援が届くシステムづくりに取り組んでいきます。 

男女が協力して子育てに参加することによって、ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画社会の実現を

進めていきます。 

相互援助と情報発信に支えられながら、子育て家庭が安全で快適に生活できる地域環境を整えることに

よって、誰もがゆたかに暮らすことのできる地域社会を実現していきます。 

 

①地域の子育てネットワークを整備します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

子育て支援ネットワ

ーク 

子育て支援課 子どもと

保護者、

関係団

体、関係

機関 

保育所、幼稚園、子育てサー

クル、ＮＰＯなどの子育て支援

団体との協働によるネットワーク

をつくり、相互援助と情報発信

を行う。 

子育て・子育ち支援ネットワ

ーク協議会47団体が参加 

平成25年度より、運営費の

補助を開始した。 

充実 参加団体数 

活動内容 

２ 

子育てグループへの

活動支援 

子育て支援課 子育てグ

ループ 

市内の自主的な子育てグルー

プなどのネットワーク化をはかり

ながら、活動への支援を行う。 

さくらんぼクラブ（多胎児の親

の自主グループ）年4回、参

加者親46人、子ども64人 

ひまわりママ（発達にアンバラ

ンスのある子どもの親の自主

グループ）年11回、参加者

182人 

継続 参加者数 

回数 
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３ 

ボランティアセミナー 生涯学習課 市民 国分寺市、小平市、小金井

市、東京学芸大学とが連携し

地域や学校等で活躍するボラ

ンティアを養成する講座。ボラン

ティア活動スタートへのサポー

ト、スキルアップを目指す。 

3会場、全27講座実施、参

加者は延べ417人 

継続 参加人数 

 

②男女がともに子育てと社会参加できる環境をつくり、ワーク･ライフ･バランスを目指します 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

人権尊重、男女平

等の啓発、普及 

企画政策課 市民 人権尊重と男女平等の意識づ

くりの啓発、普及を行い、情報

収集や相談およびＤＶ被害者

支援などを行う。 

こがねいパレット…第27回の

開催 /53人参加 /記録集

400部発行 

情報誌「かたらい」…第38

号、39号各2,600部発行 

男女共同参画シンポジウム

…76人参加 

国内研修事業参加補助金

交付（4件） 

緊急一時保護施設運営費

補助金交付(100,000円) 

女性総合相談…金曜日午

後実施（実施しない金曜日

あり）/専門カウンセラーによ

る相談112件 

再就職支援講座…26人参

加 

男女平等都市宣言普及啓

発冊子「新成人のみなさん

へ」/800部発行（4課共同

印刷） 

市報「みんなのひろば」による

情報提供 

DV防止普及啓発パネル展

実施 

継続 参加者数等 

２ 

男女の協力による子

育ての推進 
子育て支援課 子 ど も と

保護者 

男性の育児・子育て参加を促

進し、親子のふれあいをとおし

て、ワーク・ライフ・バランスと男

女共同参画社会の実現を目

指す。 

子育て支援課／ 

父親講座 年2回 参加者

延46人 

お父さんと遊ぼう（ゆりかごひ

ろばで父親と子どもの専用あ

そび場を毎週土曜日設置）

参加者親 162人、子ども

176人 

子育て支援課／ 

啓発活動、父親

講座、親子の交

流事業の充実 

子育て支援

課／講座等

の実施回数

と参加者数、

利用者アンケ

ート、啓発活

動の回数、

度合い、参

加者数 

保育課 保育課／公立保育所及び

私立保育所でプレママ・プレ

パパ事業を実施した。 

保育課／プレマ

マ・プレパパ事業

の充実 

保育課／参

加者数 
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③地域の公共施設の活用を進めます 

番
号 

事業名称 担当課 対象 事業の内容 
現況 

（H25年度） 

目標値・実施内容 

（Ｈ27～31年度） 

評価の 

方法 

１ 

小中学校のスポーツ

開放 

生涯学習課 市民 地域住民のスポーツ、レクリエー

ションの場として、小中学校の

体育施設を開放し、市民の健

康増進を図る。 

「スポーツ開放校」 3,435人

（小学校3校・中学校1校、

各校1種目） 

「一中クラブハウス」9,874人

（25団体） 

「南中テニスコート夜間開放」

75人（7団体） 

充実 参加団体数 

活動内容 

２ 

子育てに配慮した公

共施設の改善 
子育て支援課 子 ど も と

保護者 

子連れで来館しやすいよう施

設の環境を整備する。既存の

市の施設については、おむつ替

え、授乳スペースを設置する

等、子育てに配慮する。 

 

子育て支援課／子ども家庭

支援センターゆりかごで実施 

 のびのびこがねいっ子マップ

に48施設掲載 

子育て支援課／

継続、のびのびこ

がねいっ子マップで

お知らせ 

子育て支援

課／実施状

況 

その他関係各

課 

その他関係各課／推進 その他関係各課

／推進 
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第５章  

計画の推進体制 
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１ 関係機関等との連携 

小金井市では、子ども・子育て支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、全庁をあげて子

ども・子育て支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜市民（市民団体を含む）＞ 

役 割 

○子どもを見守る地域作り 

○地域全体で取り組む子育て 

 

＜地域＞ 

 

 

＜事業者（団体を含む）＞ 

役 割 

○教育・保育の質の向上 

○預かり体制の充実 

○安心・安全の確保 

＜教育・保育施設事業者等＞ 

 

＜子ども及びその保護者＞ 

 

 

役 割 

○取り組み内容の評価と審議 

○取り組み内容への意見提出 

＜小金井市子ども・子育て会議＞ 

のびゆくこどもプラン 小金井（仮） 推進体制図（案） 

 

 

役 割 

○教育・保育施設の充実 

○子育て支援の充実 

○子育てサービスの推進 

 

 

＜行政＞ 

報
告 

助言
等 

 

 

役 割 

○庁内調整 

○事業推進のための協議 

連 携 

庁内連絡会議 

連 携 

支援 

支 援 

支援 

連 携 
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２ 役割  

社会のあらゆる分野における構成員が、子ども•子育て支援に果たす責務と役割があります。 

国は、子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法に基づき指針を定めるほか、都道府

県及び市町村が策定する計画に定める支援を円滑に実施するための必要な援助を行うこととして

います。 

都道府県は、都道府県版の計画を策定するとともに、市町村に対し、事業計画の策定やその施

策の推進等について必要な支援をするほか、国、市町村等と緊密な連携を図りながら、計画の推

進に努めるとされています。 

小金井市は、子ども・子育て支援法、次世代育成支援対策推進法に基づく内容を包含した「の

びゆくこどもプラン 小金井（仮）」を策定し、地域の実情に即した子ども・子育て支援を計画的

に推進することとし、様々な部局と連携を図りつつ、全庁的に施策を推進するよう努めます。 

また、児童相談所、保健所、教育機関、警察、ボランティア団体など関係機関との連携も強化

し、総合的な取組を図っていきます。 
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３ 計画の達成状況の点検・評価 

個別事業の進捗状況（アウトプット）及び計画全体の成果（アウトカム）について点検・評価

し、結果に基づく公表及び施策の改善等につなげていきます。 

計画に基づく施策を総合的・計画的に推進し、実効性を確保するため、計画目標をもとに毎年

の進捗状況を所管課で点検するとともに、子ども・子育て会議で協議しながら、事業の見直しを

含め、計画の着実な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「のびゆくこどもプラン 小金井（仮）」は、子ども・子育て会議の知見を活用し、毎年度点検・

評価・公表を行います。 

○ホームページなどを活用し、本計画に基づく取組みや事業の進捗状況を広く公表していくこと

で、住民への浸透を図ります。また、機会を捉えて住民意見を把握し、利用者目線を生かした

施策・事業の推進を図ります。 

○教育・保育のニーズの状況を確認したうえで、計画の見直しによる需給調整を図ることとしま

す。 

 

 

 

 

①計画の立案 

②計画の実施 ⑥次期計画の立案 

④評価結果公表 

⑤計画の見直し 
③アウトプット・アウ

トカムによる点検・評

価 


